
江
戸
の

開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化

湯
　
浅

隆

　
は
じ
め
に

一、

近
世
前
期
の
寺
社
経
営
と
開
帳

二
、
十
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る
幕
府
の
堂
社
助
成
政
策

三
、
開
帳
を
構
成
す
る
諸
要
素

　
ω
、
開
帳
の
場
所
と
季
節

　
②
、
江
戸
入
り
道
中
と
霊
仏
霊
宝

　
③
、
奉
納
物
と
見
世
物

　
お
わ
り
に

は

じ
め
に

　
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
開
帳
は
、
そ
の
起
源
を
、
史
料
で
確
認
で
き
る
も
の
に
か
ぎ

　
　
っ
て
も
十
三
世
紀
初
頭
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
以
後
今
日
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い

　
　
る
。
こ
の
う
ち
、
近
世
に
お
け
る
あ
り
方
は
、
宗
教
史
の
観
点
か
ら
、
ま
た
都
市

　
　
文
化
史
研
究
の
視
点
か
ら
、
ま
た
民
俗
学
の
立
場
か
ら
も
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い

眺劇
る
。

　
　
　
近
世
の

開
帳
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
戦
前
か
ら
個
別
寺
社
の
事
例
を
対
象
と
し

て

お

こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
の
も
の
は
個
別
の
寺
社
史
料
に
依
拠
し
た

事
例
報
告
に
終
始
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
江
戸
文
化
研
究
の

視
点
か

ら
都
市
行
事
と
し
て
開
帳
を
捉
え
な
お
し
、
こ
ん
に
ち
の
研
究
の
出
発
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
な
っ
た
の
は
、
比
留
間
尚
氏
が
一
九
七
三
年
に
発
表
し
た
「
江
戸
の
開
帳
」
で

あ
っ
た
。
氏
は
、
こ
の
長
大
な
論
文
の
な
か
で
、
近
世
都
市
江
戸
に
お
い
て
実
施

さ
れ
た
開
帳
の
趨
勢
を
網
羅
的
に
把
握
し
、
か
つ
開
帳
場
を
め
ぐ
っ
て
多
彩
に
展

開
さ
れ
た
諸
行
事
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
江
戸
文
化
史
上
に
お
け
る
開
帳
の

も
つ
存
在
価
値
の
大
き
さ
を
示
さ
れ
た
。
氏
の
依
拠
し
た
史
料
は
、
幕
府
寺
社
奉

行
関
係
の
史
料
、
お
よ
び
近
世
都
市
の
諸
芸
能
を
記
し
た
膨
大
か
つ
雑
多
な
記
録

類
か
ら
断
片
的
な
事
実
の
抽
出
し
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
氏
の
独
檀
場
と
い
え

る
研
究
で
あ
っ
た
。

　
つ
い

で
北
村
行
遠
氏
は
、
開
帳
を
主
催
す
る
寺
側
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
と
い

う
視
点
に
た
ち
、
幾
多
の
日
蓮
宗
寺
院
に
残
さ
れ
て
い
る
江
戸
開
帳
の
事
例
分
析

を

と
お
し
て
、
近
世
社
会
の
信
仰
・
講
集
団
・
都
市
文
化
、
さ
ら
に
寺
院
経
営
の

諸
側
面
を
多
面
的
に
論
じ
つ
つ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
氏
の
研
究
は
、
近
世
社

会
全
体
の
な
か
に
お
い
て
、
開
帳
と
い
う
宗
教
行
事
を
成
り
立
た
せ
た
人
々
の
価
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値
規
範
、
さ
ら
に
人
々
の
行
動
意
欲
を
組
織
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
講
集
団

の

問
題
、
開
帳
を
発
案
す
る
主
体
と
そ
の
趣
旨
貫
徹
の
た
め
の
諸
準
備
段
階
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
踏
み
込
ん
だ
内
容
を
照
射
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
両
氏
の
よ
う
な
集
成
的
な
研
究
と
は
別
に
、
個
別
寺
社
の
事
例
報
告

を
軸
に
し
つ
つ
も
、
近
世
社
会
の
あ
り
方
を
論
じ
た
研
究
成
果
が
着
実
に
増
加
し

て

い

る
。
た
と
え
ぽ
、
信
州
善
光
寺
の
江
戸
出
開
帳
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
と
し
て
、

小
林
計
一
郎
氏
は
三
都
出
開
帳
に
よ
る
収
益
の
寺
院
経
営
に
お
け
る
位
置
を
明
ら

　
　
（
3
）

か
に

し
、
鷹
司
誓
玉
氏
は
開
帳
期
間
の
み
な
ら
ず
前
後
の
期
間
を
も
含
め
た
出
開

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

帳
の

行
事
全
般
を

捉

え
、
拙
稿
で
は
開
帳
場
の
設
営
を
め
ぐ
る
寺
側
と
幕
府
寺
社

奉
行
所

と
の
や
り
と
り
か
ら
、
享
和
期
の
開
帳
に
お
け
る
双
方
の
意
図
の
違
い
を

　
　
（
5
）

論
じ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
江
戸
の
開
帳
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
な
い
が
、
長
谷
川
匡
俊
氏

は

坂
東

第
二
十
七
番
札
所
で
あ
る
銚
子
の
飯
沼
円
福
寺
の
開
帳
を
分
析
し
て
、
近

世
を

と
お
し
て
間
断
な
く
お
こ
な
わ
れ
た
同
寺
の
開
帳
の
あ
り
方
の
変
化
を
明
き

ら
か
に
し
、
そ
の
画
期
を
元
禄
期
に
求
め
た
。
氏
に
よ
れ
ぽ
、
前
期
の
開
帳
は
近

隣
の
者
を
施
主
と
し
て
期
間
も
短
く
小
人
数
の
結
縁
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ

に
た

い

し
て
、
中
・
後
期
の
そ
れ
は
期
間
も
長
く
な
り
、
結
縁
者
の
地
域
的
な
範

囲
も
拡
大
し
興
行
と
し
て
の
性
格
も
加
わ
り
、
寮
銭
収
入
を
め
ざ
す
も
の
に
な
っ

た

と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
飯
沼
円
福
寺
の
場
合
、
元
禄
期
に
寺
院
経
営
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

庇
護
者
が

領
主
か

ら
民
衆
へ
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
、
近
世
に
お
け
る
開
帳
の
も
つ
意
味
の
時
期
的
な
変
化
を
鮮
明
に
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以

上
の

よ
う
に
、
江
戸
の
開
帳
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
集
成
的
な
研

究
で

は
、
都
市
文
化
史
と
し
て
の
視
点
を
採
る
に
せ
よ
、
近
世
寺
院
史
の
視
点
を

と
る
に
せ
よ
、
行
事
の
総
体
を
把
握
す
る
こ
と
に
主
た
る
力
点
が
お
か
れ
て
き
た
。

ま
た
、
個
々
の
事
例
の
検
討
で
は
、
そ
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
、
貴
重
な
事
実
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
北
村
行
遠
・
長
谷
川
匡
俊
両
氏
の
研
究
を
除
け
ぽ
、

時
期

に

よ
る
開
帳
実
施
形
態
の
変
化
を
明
確
に
意
識
し
た
も
の
は
多
く
は
な
か
っ

た
。　

そ

こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
を
と
お
し
て
江
戸
で
実
施
さ
れ
た
開
帳
を
対
象
と
し

て
、
開
帳
が
実
施
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
開
帳
場
の
設
営
に
か
ん
し
、
時
期
的
な
変

遷
の
画
期
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
開
帳
場
は
、
時
期
が
下
る
に
し
た
が
っ

て

大
規
模
化

し
て
い
く
が
、
そ
の
時
期
と
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

一
、

近
世
前
期
の
寺
社
経
営
と
開
帳

　
こ
の
節
で
は
、
近
世
の
開
帳
の
眼
目
で
あ
っ
た
堂
社
修
復
費
用
の
調
達
が
、
近

世
前
期

に
お

い
て

は
、
い
か
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
開
帳
は

い

か
な

る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　
近
世
に
入

り
、
寺
社
は
国
家
の
鎮
護
を
祈
念
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
役

割
に
た

い
す

る
国
家
の
保
証
と
し
て
、
一
部
の
有
力
な
寺
社
に
は
所
領
が
与
え
ら

れ

た
。
ま
た
、
成
立
当
初
の
幕
府
に
と
り
、
有
力
寺
社
の
堂
塔
を
戦
国
期
の
荒
廃

か

ら
再
興
し
、
国
家
鎮
護
の
霊
験
あ
る
装
置
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
こ
と
は
、
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一、近世前期の寺社経営と開帳

幕
藩
権
力
に
と
り
、
自
ら
が
お
こ
な
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
事
業
で
あ
っ
た
。
こ

の

こ
と
は
、
慶
長
期
に
は
豊
臣
秀
頼
の
財
源
を
用
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
寛
永
期
以

降
は
幕
府
・
藩
の
財
源
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
。
十
七
世
紀
に
お
け
る
公
儀
造

営
寺
社
の
作
事
形
態
に
つ
い
て
谷
直
樹
氏
は
、
時
期
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

造
新
営
か
ら
修
理
の
比
率
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
近
世
を
と
お
し
て
存
続
し
た
寺
院
の
う
ち
で
圧
倒
的
多
数

を
占
め
た
在
村
の
諸
宗
無
名
寺
院
は
、
ほ
ぼ
寛
永
期
ご
ろ
ま
で
に
中
小
の
武
士
や

庶
民
に

よ
っ
て
開
創
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
宗
教
活
動
は
、
武
士
や
有
力
農
民
や
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

村
仏
式
先
祖
祭
を

基
盤

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
寛
文
年
間

か

ら
民
衆
の
寺
請
を
制
度
と
し
て
担
う
よ
う
に
な
る
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）

に

は

「
諸
宗
寺
院
法
度
」
が
出
さ
れ
、
全
九
か
条
か
ら
な
る
こ
の
法
令
の
第
七
条

に
は
堂
社
の
「
修
復
之
時
、
不
可
及
美
麗
」
が
記
さ
れ
、
附
と
し
て
諸
堂
の
掃
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

励
行
が

つ
け
加
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
幕
藩
領
主
は
民
衆
支
配
の
装

置
と
し
て
堂
社
の
建
築
に
も
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き

る
。　

十
七

世
紀
後
半
に

は
、
仏
教
の
信
仰
が
民
衆
の
日
常
生
活
の
末
端
に
ま
で
入
り

込
ん

で
い

た

こ
と
が
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
上
田
霊
城
氏
の
研
究

に

よ
れ
ぽ
、
十
七
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
地
方
寺
院
に
お
い
て
、
庶
民
を
対
象
に
結
縁

灌
頂

を
お
こ
な
う
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
前

の

時
期

と
比
べ
て
受
者
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
一

例
で

は
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
事
例
で
十
日
間
で
一
万
五
二
一
五
人
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
民
衆
の
宗
教
行
事
へ
の
積
極
的
な
参
加
は
、
元
禄
期
に
入
っ
て
も
認
め
ら
れ
た
。

た

と
え
ば
木
喰
山
居
は
、
信
州
北
部
を
舞
台
と
し
て
広
汎
な
地
域
の
民
衆
を
対
象

に
、
称
名
念
仏
実
践
の
信
仰
団
体
を
形
成
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
寺
社
再
興
や

仏
像
造
立
な
ど
の
た
め
に
、
組
織
的
に
し
て
活
発
な
勧
進
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
れ

は
、
庶
民
の
零
細
な
喜
捨
を
数
多
く
集
め
る
こ
と
で
、
目
的
達
成
を
は
か
ろ

う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
人
当
り
の
喜
捨
額
は
、
万
人
講
の
奉
加
帳
に
み
ら

れ

る
よ
う
に
三
文
か
ら
十
文
の
間
が
お
お
く
、
平
均
し
て
六
文
程
度
で
あ
っ
た
。

木
喰
山
居
が
、
こ
れ
ら
の
喜
捨
を
集
め
て
建
立
し
た
寺
は
五
十
か
寺
と
伝
え
ら
れ

　
（
1
1
）

て

い

る
。
こ
の
よ
う
に
十
七
世
紀
末
は
、
民
衆
に
よ
る
仏
教
へ
の
帰
依
、
そ
の
表

現

と
し
て
の
僅
か
で
は
あ
る
が
膨
大
な
人
々
に
よ
る
喜
捨
行
為
を
、
全
国
的
に
認

め

る
こ
と
が
で
き
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
は
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
帰
依
に
基
づ
く
零
細
な
募
縁
行
為
を
、
寺
檀
の

上
位
に
位
置

し
た
有
力
寺
社
の
堂
舎
修
復
に
も
意
図
的
に
利
用
し
て
い
っ
た
。
こ

の

期
、
南
都
の
名
刹
唐
招
提
寺
は
、
護
持
院
の
隆
光
僧
正
の
縁
を
頼
り
、
幕
閣
筋

に
堂
塔
修
復
の
助
力
を
願
い
出
た
。
隆
光
の
日
記
の
元
禄
五
年
二
月
十
八
日
に
は
、

こ
の
件
に
か
ん
し
「
招
提
寺
破
損
領
銀
子
五
百
枚
被
下
之
候
、
是
ハ
厳
有
院
様
御

代
、
招
提
寺
破
損
之
願
二
前
蔵
松
院
罷
下
奉
願
、
其
時
之
書
付
三
千
両
之
願
也
、

…
…
残
所
ハ
開
帳
勧
化
に
て
随
分
修
理
可
仕
之
旨
…
…
招
提
寺
へ
申
遣
」
と
記
さ

れ
て

い

る
。
さ
ら
に
幕
府
は
、
唐
招
提
寺
の
諸
堂
修
理
の
た
め
に
上
方
近
国
十
万

人

講
、
人
別
勧
化
（
六
文
）
を
許
可
し
、
こ
の
現
名
帳
に
は
十
七
万
八
千
余
人
の

名
が
あ
る
と
い
う
。
唐
招
提
寺
は
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
伽
藍
の
修
復
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

2
1
）
　
　
　
　
　
　
m

ず
御
霊
殿
・
戒
壇
堂
の
再
建
も
成
就
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。



江戸の開帳における十八世紀後半の変化

　
さ
て
開
帳
と
は
、
寺
社
に
あ
っ
て
常
に
は
厨
子
の
な
か
に
安
置
し
秘
蔵
し
て
い

る
仏
像
・
神
像
な
ど
を
一
定
期
間
だ
け
開
扉
し
、
求
め
の
あ
っ
た
小
数
の
人
た
ち

や
、
広
く
不
特
定
多
数
の
人
々
に
拝
ま
せ
、
霊
験
を
授
け
る
こ
と
を
い
う
。
秘
仏

を

拝

み
、
霊
験
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
た
所
衆
は
、
そ
の
礼
に
秘
仏
ひ
い
て
は
そ

の

寺
社
に
喜
捨
を

寄
進

し
た
。
し
た
が
っ
て
開
帳
と
は
、
そ
の
本
来
の
あ
り
方
に

従
う
か
ぎ
り
、
ほ
ぼ
純
然
た
る
信
仰
を
仲
立
ち
と
し
た
事
象
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
信
仰
の
体
現
と
し
て
の
開
帳
は
、
銚
子
の
飲
沼
円
福
寺
の
場
合
、
前
出
の

長
谷
川
匡

俊
氏
の

研
究
に

よ
れ
ぽ
、
元
禄
年
間
に
領
主
の
旗
本
松
平
外
記
一
族
が

転
封

さ
れ
る
以
前
、
つ
ま
り
円
福
寺
が
松
平
氏
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
期
間
、
ふ

つ
う
に
み
ら
れ
た
形
態
で
あ
っ
た
。
円
福
寺
の
経
営
は
、
堂
社
の
修
復
費
用
の
調

達
も
含
め
て
、
同
寺
最
大
の
帰
依
者
松
平
氏
一
族
か
ら
の
大
口
の
寄
進
に
よ
り
賄

わ
れ
て

い

た
。
元
禄
十
一
年
に
お
け
る
同
氏
の
移
封
に
よ
り
、
寺
院
経
営
の
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
転
換
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
。

　
他
方

で
、
不
特
定
多
数
の
人
々
を
対
象
と
し
た
開
帳
も
、
元
禄
年
間
に
お
い
て

は
盛
ん

に
み

ら
れ
た
。
小
林
計
一
郎
氏
は
、
信
州
善
光
寺
を
事
例
と
し
て
、
近
世

を

通

じ
た
出
開
帳
の
収
支
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
元
禄
五
年
の
江
戸
出
開
帳

で

は
、
一
万
〇
二
一
〇
両
の
収
入
に
た
い
し
、
支
出
は
九
一
四
両
で
、
差
引
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

九
六
両
の

収
益
を

得
た

と
い
う
。
こ
の
収
入
額
の
多
さ
・
支
出
額
の
少
な
さ
・
収

益
率
の
大
き
さ
は
、
近
世
の
他
の
時
期
と
比
べ
て
突
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
江
戸
で
元
禄
期
以
前
に
お

こ
な
わ
れ
た
開
帳
に
つ
い
て
は
、
実
施
件
数
や
個
々

の

規
模

を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
何
も
判
ら
な
い
。
江
戸
で
お
こ
な
わ
れ
た
開
帳
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い

て
、
幕
府
の
記
録
と
し
て
残
存
す
る
史
料
で
は
「
開
帳
願
差
許
留
」
が
も
っ
と

も
古
く
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
か
ら
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
ま
で
の
も

の

が

記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
元
禄
十
六
年
に
は
開
帳
が
二
十
三
件
実

施

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
の
ち
暫
く
の
記
録
は
現
存
し
な
い
。
つ
い
で
、
　
「
開
帳
差

（1
6
）

許
帳
」
に
は
享
保
十
八
年
か
ら
（
一
七
三
三
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
ま

で
の

一
件

ご
と
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
「
開
帳
差
許
帳
」
は
、
江
戸

で
幕
府
の
認
可
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
「
五
ツ
開
帳
」
に
か
ん
し
て
毎
年
、
季
節

ご
と
に
記
さ
れ
書
き
足
さ
れ
て
綴
ら
れ
た
帳
簿
で
あ
る
。
江
戸
で
お
こ
な
わ
れ
た

開
帳
の
う
ち
、
幕
府
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
規
模
の
大
き
な
も
の
は
、
こ
の
「
開

帳
差
許
帳
」
で
総
体
と
し
て
は
明
ら
か
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
開
帳
の
類
似
行
為

や
期
間
・
規
模
の
小
さ
な
も
の
は
、
こ
の
記
録
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
開
帳
と
な
ら
ぶ
、
幕
府
に
よ
る
寺
社
の
堂
社
修
復
費
用
助
成
政
策
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

勧
化
・
富
突
、
さ
ら
に
名
目
金
・
祠
堂
金
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
勧
化
は
、

中
世
以
前
か
ら
募
縁
の
一
手
段
と
し
て
広
汎
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た

が
、
徳
川
幕
府
は
公
儀
触
の
利
用
許
可
を
条
件
と
し
て
、
勧
化
の
期
間
と
対
象

地
域
に

つ
い

て
、
享
保
七
年
か
ら
寺
社
奉
行
に
よ
る
認
可
制
を
敷
き
、
公
許
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

つ

く
助
成
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
っ
た
。
ま
た
富
突
は
、
縁
起
的
寺
社
行
事
の

系
譜
を
ひ
く
が
、
こ
れ
が
「
御
免
富
」
と
い
う
寺
社
の
修
復
費
用
を
調
達
す
る
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
つ
の
手
段
と
さ
れ
、
享
保
十
五
年
が
そ
の
始
期
と
さ
れ
て
い
る
。
祠
堂
金
の
貸

付
に
代
表
さ
れ
る
寺
社
の
利
貸
活
動
に
つ
い
て
は
、
三
浦
俊
明
氏
の
詳
細
な
研
究

が

あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
祠
堂
金
貸
付
に
た
い
す
る
幕
府
の
保
護
の
開
始
時
期
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

享
保
・
元
文
期
で
あ
っ
た
。
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二、十八世紀半ばにおける幕府の堂社助成政策

　
寺
社
の
堂
社
修
復
費
用
の
調
達
に
か
ん
し
、
従
来
は
幕
府
が
負
担
し
て
い
た
費

用
の
支
出
を
民
衆
の
信
仰
に
転
嫁
す
る
と
い
う
政
策
は
、
享
保
期
に
い
っ
せ
い
に

始

ま
っ
て
い
っ
た
。
開
帳
・
勧
化
・
富
突
は
、
そ
の
実
施
に
あ
た
り
幕
府
権
力
か

ら
一
定
の
便
宜
を
供
与
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
幕
府
に
よ
る
恩
恵
と
し
て

の

認
可
事
項
に
変
わ
っ

て

い

っ

た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ぽ
、
　
「
開

帳
差
許
帳
」
の
始
期
は
、
開
帳
が
幕
府
に
よ
る
統
制
下
に
組
み
込
ま
れ
た
時
期
と

み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以

上
の

こ
と
か
ら
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
、
民
衆
の
仏
教
へ

の

信
仰
は
高
揚
期
を
迎
え
て
お
り
、
仏
の
霊
験
や
僧
の
営
為
に
依
拠
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
結
縁
行
為
に
は
広
範
な
人
々
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
信
仰

の

表
現

と
し
て
の
喜
捨
は
、
個
々
に
は
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
集
成

さ
れ
た
結
果
と
し
て
巨
額
な
も
の
と
な
り
、
堂
社
の
建
立
や
修
復
な
ど
に
威
力
を

大
い
に
発
揮

し
た
。
こ
の
現
象
の
な
か
に
、
元
禄
期
に
お
け
る
開
帳
も
位
置
づ
け

ら
れ
よ
う
。

　
享
保
期
に
入

り
、
幕
府
の
政
策
全
般
に
わ
た
り
、
行
政
支
出
に
か
ん
し
て
民
衆

へ
の

負
担
転
嫁
が
謀
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
寺
社
修
復
費
用
の
調
達
も
民
衆
へ
の

転
嫁
が
謀

ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
、
元
禄
期
に
み
ら

れ
た

よ
う
な
民
衆
の
仏
教
信
仰
へ
の
高
揚
し
た
気
運
、
そ
れ
に
基
づ
く
零
細
で
は

あ
る
が
広
範
な
喜
捨
行
為
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
も
の
で
あ

っ
た
。

二
、
十
八
世
紀
半
ぽ
に
お
け
る
幕
府
の
堂
社
助
成
政
策

　
享
保
期
に
い
た
り
幕
府
は
、
寺
社
全
般
に
た
い
し
堂
社
修
復
に
か
ん
し
て
、
自

助
努
力
の
要
請
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
く
る
。
享
保
七
年
に
は
「
諸
宗
僧
侶
法
度
」

　
　
（
2
1
）

八

か
条
が

出
さ
れ
た
。
こ
の
法
度
の
趣
旨
は
、
第
一
条
の
冒
頭
で
「
出
家
之
法
範
」

と
し
て
、
僧
侶
に
た
い
し
世
俗
と
は
無
縁
の
隠
遁
者
の
境
地
を
求
め
て
い
る
箇
所

に

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
に
そ
っ
て
、
堂
舎
の
造
営
に
か
ん
す
る
条
文
は

第
二
・
四
・
七
条
に
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
条
の
内
容
は
、
堂
舎
造
営
の
た
め
に

「
千
部
井
説
儀
之
興
業
」
を
し
、
そ
の
趣
意
を
説
明
す
る
こ
と
は
も
っ
と
も
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
募
縁
の
集
め
方
に
強
制
が
ま
し
く
見
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
、
あ
く
ま
で
も
「
施
主
之
志
」
に
ま
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も

の

で
あ
っ
た
。
第
四
条
は
、
　
「
祠
堂
修
復
之
資
助
」
の
取
り
集
め
方
に
つ
い
て
、

常
日
頃
か
ら
の
貯
蓄
を
奨
励
し
て
い
る
。
ま
た
第
七
条
は
、
講
に
つ
い
て
の
規
定

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
但
し
書
が
設
け
ら
れ
て
、
と
く
に
「
修
復
造
営
」
の
た
め

の

講
に

つ
い
て

は
、
　
「
不
及
難
儀
様
可
致
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
寺
社
が

自
助
努
力
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
檀
那
の
経
営
に
支
障
を
与
え
る
よ
う
な

負
担
の
徴
収
を
、
違
法
と
し
て
禁
止
す
る
こ
と
が
、
こ
の
法
度
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
の
こ
の
施
策
は
、
寺
社
全
般
を
対
象
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
幕

府

と
の
縁
故
の
深
い
特
定
の
寺
社
に
か
ん
し
て
は
、
享
保
十
四
年
に
「
寺
社
御
修

　
　
　
　
（
2
2
）

復
料
之
御
書
付
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
い
わ
ゆ
る
法
度
で
は
な

く
、
幕
閣
中
枢
の
老
中
辺
り
か
ら
寺
社
奉
行
に
た
い
し
て
伝
え
ら
れ
た
施
政
上
の
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江戸の開帳における十八世紀後半の変化
θ

方
針
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
対
象
に
さ
れ
て
い
る
寺
社
の
範
囲
は
、
こ
れ
ま
で
に
幕

府
の
援
助
で
造
営
が
行
な
わ
れ
た
先
例
を
も
つ
寺
社
の
う
ち
、
特
定
の
「
惣
勧
化

被
仰
出
候
重
キ
寺
社
等
」
を
除
外
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
寺
社
御
修
復
之
儀
、
御
代
々
時
之
思
召
に
て
一
旦
御
取
建
、
或
ハ
御
修
復

　
　
　
被
仰
付
候

と
て
、
永
々
従
公
儀
御
修
復
等
可
被
仰
付
様
無
之
候
、
然
共
氏

　
　
　
子
旦
方
等
助
力
少
キ
寺
社
ハ
、
以
来
可
及
退
転
候
間
、
左
様
之
所
ハ
委
逐

　
　
　
吟
味
、
勧
化
計
に
て
ハ
修
復
難
叶
候
ハ
X
、
為
修
復
料
御
金
被
下
候
事
、

　
　
一
寺
社
、
大
小
に
よ
ら
す
、
助
力
之
多
少
二
随
ひ
、
御
金
可
被
下
候
事
、

　
　
一
如
先
々
致
修
復
候
儀
に
て
ハ
無
之
候
、
致
減
少
不
苦
儀
ハ
逐
吟
味
、
相
止

　
　
　
可
申
事
、

　
　
右
二
箇
条
、
近
年
寺
社
為
修
復
料
御
金
被
下
候
趣
を
以
可
有
作
略
候
、
且
又

　
　
右
為
修
復
料
年
々
金
千
両
宛
除
置
候
筈
二
候
間
、
願
有
之
内
、
可
及
大
破
所

　
　

よ
り
取
懸
り
候
様
繰
合
可
有
之
候
、
或
壱
ケ
年
之
御
修
復
料
余
り
候
ハ
ふ
、

　
　
後
年
之
御
修
復
料
二
加
可
申
候
、
尤
右
ハ
年
々
除
置
候
千
両
之
外
二
可
相
心

　
　
得
事
、

　
　
一
惣
勧
化
被
仰
出
候
重
キ
寺
社
等
ハ
、
尤
別
段
之
事
、

　
　
右
之
趣
、
寺
社
奉
行
江
申
聞
候
間
、
可
被
得
其
意
候
以
上
、

　
　
　
　
　
酉
二
月

こ
の
内
容
は
、
幕
府
に
よ
る
修
復
助
成
を
以
後
き
び
し
く
制
限
す
る
と
い
う
こ
と

に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
た
幕
閣
の
意
図
に
つ
い
て
、
以
下
に
み
て
い
き
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
に
「
御
代
々
時
之
思
召
に
て
一
旦
御
取
建
、
或
ハ
御
修
復
被
仰
付

候
」
寺
社
は
、
「
永
々
従
公
儀
御
修
復
等
可
被
仰
付
」
る
と
い
う
先
例
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
堂
舎
の
維
持
は
自
力
で
お
こ
な
う
は

ず
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
氏
子
旦
方
等
助
力
少
キ
寺
社
」
は
零
落
し
か
ね

な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
寺
社
に
限
っ
て
は
「
吟
味
」
を
し
て
、
　
「
勧
化
」
だ
け

で
は
修
復
が
叶
わ
な
い
と
こ
ろ
は
公
辺
か
ら
「
修
復
料
御
金
」
を
下
賜
す
る
。
こ

の

規
準
は
、
寺
社
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
修
復
必
要
箇
所
の
規
模
に
よ
る
。
ま
た

修
復
の
規
模
は
、
原
状
の
回
復
で
は
な
く
、
軽
減
で
き
る
箇
所
は
仕
様
変
更
を
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
の
財
源
と
し
て
、
毎
年
千
両
を
計
上
す
る
。

　

こ
こ
に
は
、
今
後
は
先
例
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
予
算
の
範
囲
内
で
対
応

を

し
て
い
く
と
い
う
新
方
針
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
新
方
針
は
、
近
世
中
後
期
の
規

準
に

な
っ
て
い
っ
た
。
具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
幕
閣
中
枢
の
老
中

辺

り
か
ら
寺
社
奉
行
に
た
い
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
布
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
付

は
、
募
縁
活
動
の
公
許
統
制
が
、
幕
府
に
よ
り
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
十
八
世

紀
半
ぽ
こ
ろ
、
年
不
詳
で
あ
る
が
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
前
後
の
時
期
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
寺
社
御
修
復
之
儀
二
付
御
書
付

　
　
寺
社
御
修
復
願
之
儀
、
享
保
年
中
よ
り
度
々
申
渡
、
寛
保
元
酉
年
御
修
復
願

　
　
出
候
寺
社
多
有
之
候
節
、
御
代
々
思
召
を
以
御
造
営
御
修
復
等
被
仰
付
候
寺

　
　
社
、
永
々
御
修
復
所
と
相
心
得
、
大
破
二
及
候
上
、
御
修
復
之
願
又
ハ
勧
化

　
　
等
之
儀
願
出
候
、
左
様
ニ
ハ
有
之
間
敷
事
二
候
、
向
後
上
よ
り
御
修
復
被
仰

　
　
付

間
敷
候
、
勿
論
寺
社
領
、
相
応
二
有
之
場
所
ハ
、
自
今
以
後
小
破
之
節
早

　
　
速
修
復
を
加
、
及
大
破
候
節
願
出
、
或
ハ
専
ら
勧
化
之
事
願
出
儀
ハ
、
有
之

　
　
間
敷
儀
二
候
旨
、
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二、十八世紀半ばにおける幕府の堂社助成政策

　
　
右
之

通
、
御
修
復
願
候
寺
社
江
可
被
申
渡
旨
、
相
達
候
処
、
其
節
御
修
復
願

　
　
候
寺
社
、
其
外
右
二
可
准
寺
社
江
も
不
洩
様
申
渡
無
之
哉
、
近
年
御
修
復
願

　
　
出
候
寺
社
多
有
之
、
此
以
後
段
々
願
出
候
ハ
・
、
際
限
無
之
事
候
条
、
以
来

　
　
弥
前
書
之
趣
相
心
得
、
公
儀
江
も
た
れ
不
申
、
寺
社
領
域
は
世
間
之
助
力
を

　
　
以

修
復
い
た
し
候
様
、
兼
而
寺
社
之
者
江
猶
又
不
洩
様
、
と
く
と
可
被
申
渡

　
　
置
候
、
且
又
寛
保
之
度
相
達
候
趣
、
被
申
渡
候
上
二
而
、
自
力
修
復
難
調
儀

　
　
も
有
之
、
願
出
候
ハ
ふ
、
寺
社
之
格
合
を
以
勧
化
御
免
被
仰
付
候
儀
も
可
有

　
　
之
、
其
助
成
を
以
修
復
取
懸
候
節
、
御
由
緒
之
軽
重
二
応
し
、
御
金
材
木
之

　
　
内
可
被
下
哉
、
是
又
寺
社
之
者
共
申
渡
候
儀
ニ
ハ
無
之
、
寺
社
奉
行
心
得
之

　
　
た
め

申
聞
置
候
段
、
其
節
相
達
置
候
通
候
得
ハ
、
縦
御
修
復
、
或
ハ
勧
化
等

　
　
之
儀
願
出
候
共
、
容
易
二
取
上
候
筋
ニ
ハ
無
之
候
処
、
近
頃
ハ
願
出
次
第
一

　
　
通

り
被
相
糺
候
迄
二
而
、
と
く
と
寛
保
之
度
申
渡
置
候
書
面
之
趣
を
以
被
相

　
　
糺
被
申
聞
候
儀
も
不
相
見
候
、
此
度
相
達
候
趣
、
猶
又
寺
社
之
者
共
江
被
申

　
　
渡
候

上
二
而
も
、
御
修
復
或
ハ
勧
化
等
願
出
候
寺
社
も
有
之
候
ハ
・
、
弥
前

　
　
書
之
趣
を

以

得
と
被
相
糺
、
無
拠
筋
ハ
被
申
聞
候
様
可
被
相
心
得
候
、

　
　
右
之

通
、
此
度
寺
社
奉
行
江
申
渡
候
、
享
保
年
中
よ
り
度
々
申
渡
、
勧
化
又

　
　
ハ
御
金
材
木
等
被
下
可
相
済
場
所
も
、
其
以
後
御
修
復
願
出
候
節
、
右
之
吟

　
　
味
無
之
願
之
書
面
を

以
、
吟
味
有
之
、
又
々
御
修
復
被
仰
付
候
類
も
有
之
、

　
　
区
々
二
相
成
候
条
、
以
来
御
修
復
願
等
吟
味
二
下
ケ
候
節
、
前
書
之
趣
を
以

　
　
と
く
と
遂
吟
味
、
以
来
間
違
無
之
様
可
被
相
心
得
候
、

　
　
　
　
　
五
月

原
則
は
、
享
保
十
四
年
の
条
文
と
同
じ
で
あ
る
が
、
内
容
は
よ
り
具
体
的
で
あ
り
、

以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
総
論
と
し
て
、
　
「
寺
社
領
相
応
二
有
之
」
寺
社
は
、
今

後

「
小
破
之
節
早
速
修
復
を

加
」
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
こ
と
を
怠

り
「
及
大
破
候
節
願
出
、
或
ハ
専
ら
勧
化
之
事
願
出
儀
ハ
、
有
之
間
敷
」
こ
と
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
「
近
年
御
修
復
願
出
候
寺
社
多
有
之
」

と
い
う
状
態
で
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
状
態
が
続
け
ぽ
「
際
限
無
之
事
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
前
書
之
趣
相
心
得
」
さ
せ
、
　
「
公
儀
江
も
た
れ
不
申
、
寺
社
領
域

は

世
間
之
助
力
を
以
修
復
い
た
し
候
様
」
に
、
　
「
寺
社
之
者
江
猶
又
不
洩
様
、
と

く
と
可
被
申
渡
置
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
自
力
修
復
難
調
」
い
寺
社
の
場

合

は
、
　
「
寺
社
之
格
合
を
以
勧
化
御
免
被
仰
付
候
」
こ
と
も
あ
り
、
　
「
其
助
成
を

以
修
復
取
懸
候
節
」
に
は
、
「
御
由
緒
之
軽
重
二
応
し
、
御
金
材
木
之
内
可
被
下
」

こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
寺
社
奉
行
の
胸
中
に
含

ん

で
お
き
、
寺
社
に
た
い
し
て
は
「
縦
御
修
復
、
或
ハ
勧
化
等
之
儀
願
出
候
共
、

容

易
二
取
上
候
筋
ニ
ハ
無
之
」
よ
う
に
振
舞
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　

こ
の
募
縁
活
動
の
公
許
に
か
ん
す
る
規
準
は
、
こ
の
時
期
以
降
幕
末
に
い
た
る

ま
で
、
遵
守
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
述
し
た
「
開
帳
差
許
帳
」
に
は
、

開
帳
出
願
の
理
由
も
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
大
多
数
は
「
諸
堂
大
破
二
お
よ
ひ
…

修
復
難
及
自
力
二
為
助
成
」
と
い
う
内
容
の
文
言
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
開
帳

を
出
願
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
　
「
諸
堂
…
大
破
」
、
「
修
復
難
叶
自
力
二
」
が
理
由

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
、
不
適
格
と
し
て
審
査
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た

の

で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
開
帳
差
許
帳
」
に
お
け
る
出
願
理
由
の
類
似
性
は
、
そ

れ
が

実
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
年
不
詳
五
月
の
「
書
付
」
に
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸の開帳における十八世紀後半の変化

第1表　江戸における「五ツ開帳」の件数変化

湯限
数

B
　
満

年
未

6
5
1
6
2
1
2
6
1
5
2
5
4
2
4
0
4
0
3
6
4
4
4
6
4
0

旬
5
U
四
ガ
H
2
0
額
訪
田
2
8
3
0
鈎
旬

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

A
年次

年
平均

（118）14．8

11211．2

　92　9．2

　90　9．0

10310．3

74

80

85

88

58

77

68

74

7．4

8．0

8．5

8．8

5．8

7．7

6．8

7．4

（20）2．5

義冬嘉秋

箭
⑪
…
麗
麗
蕊

（38）4．8

292．9

161．6

161．6

262．6

　90．9

　70．7

141．4

111．1

　90．9

　80．8

111．1

111．1
（4）0．5

夏 年
平均

（41）5．1

51

39

40

43

31

27

28

31

16

25

18

11

5．1

3．9

4．0

4、3

3．1

2．7

2．8

3．1

1．6

2．5

1．8

1．1

（6）0．8

春
年

平均

（39）4．9

31

37

34

33

34

46

43

46

33

44

39

52

3．1

3．7

3．4

3．3

3．4

4．6

4．3

4．6

3．3

4．4

3．9

5．2

（10）1．3

代年

享保18～元文5

寛保1～寛延3

宝暦1～宝暦10

宝暦11～明和7

明和8～安永9

天明1～寛政2

寛政3～寛政12

享和1～文化7

文化8～文政3

文政4～天保1

天保2～天保11

天保12～嘉永3

嘉永4～万延1

文久1～明治1

26296計 52…1・・7・・2・9・・｜ …1巨・・39・・

件数は，10か年ごとの集計である。（「開帳差許帳」から作成）

享保18～元文5，文久1～明治1については，8か年分の集計であるため，（ ）に入れた。

　

こ
の
幕
閣
の
方
針
か
ら
み
て
、
江
戸
に
お
け
る
開
帳
、
こ
と
に
「
開
帳
差
許
帳
」

に
記
載

さ
れ
た
「
五
ッ
開
帳
」
は
、
全
国
の
寺
社
全
般
を
対
象
と
し
た
修
復
助
成

の

た
め
の

施
策

で
は

な
く
、
一
定
の
寺
格
を
も
つ
、
幕
府
に
と
っ
て
存
在
価
値
の

あ
る
寺
社
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
「
五
ツ

開
帳
」
の
実
効
性
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　

「
五
ツ

開
帳
」
は
、
開
帳
の
開
始
日
を
規
準
に
、
毎
年
を
春
夏
秋
冬
の
四
季
に

わ
け
、
一
季
五
件
以
内
に
限
り
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
一
仏
の

開
帳
に
は
、
三
十
三
年
以
上
の
間
隔
を
開
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
制

限

は
、
江
戸
に
お
け
る
同
一
時
期
の
開
帳
件
数
を
制
限
す
る
こ
と
で
収
益
の
確
保

を

は
か

る
こ
と
、
間
隔
制
限
を
設
け
る
こ
と
で
有
力
寺
社
の
み
に
開
帳
が
集
中
す

る
こ
と
を
避
け
、
資
格
を
も
つ
寺
社
に
機
会
を
均
等
に
与
え
る
た
め
に
採
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

措
置
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
表
は
、
　
「
開
帳
差
許
帳
」
に
記
さ
れ
た
事
例
を
、
一
季
五
件
・
三
十
三
年

間
隔
の
規
準
に
し
た
が
っ
て
、
実
施
件
数
の
趨
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
開
帳
件
数
で
い
え
ぽ
、
享
保
末
年
か
ら
寛
延
三
年
ま

で
の

十
八
世
紀
前
半
の

僅
か
な
期
間
の
み
、
ほ
ぼ
制
限
数
の
上
限
ま
で
の
開
帳
が

実
施

さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
年
数
間
隔
で
も
年
限
未
満
の
も
の
は
僅
か
で
あ
っ
た
。

つ

ま
り
、
こ
の
期
間
の
み
、
多
く
の
寺
社
が
江
戸
に
お
け
る
開
帳
を
希
求
し
、
か

つ
実
施
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
十
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
安

永
九
年

（
一
七
八
〇
）
年
ま
で
は
、
年
間
の
開
帳
実
施
件
数
が
八
～
十
件
を
推
移

し
て
い
る
が
、
年
限
未
満
の
開
帳
数
が
二
割
程
度
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
開
帳
実
施
時
期
の
志
向
が
表
れ
は
じ
め
、
か
つ
開
帳
実
施
寺
社
が
過
去
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三、開帳を構成する諸要素

の
実
績

あ
る
も
の
に
固
定
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
始
め
る
。
こ
の
傾
向
自

体
、
幕
府
の
「
五
ツ
開
帳
」
の
実
施
意
図
と
は
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
で
開
帳
を
実
施
し
う
る
寺
社
が
減
少
し
、
さ
ら
に
固
定
化
し
て
い
く
こ
と

は
、
堂
社
修
復
助
成
金
の
獲
得
の
た
め
の
開
帳
の
実
施
が
、
一
定
の
条
件
を
備
え

た
寺
社
で

な
け
れ
ば
有
効
性
を
も
た
な
い
と
い
う
状
況
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
は

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
一
定
の
条
件
に
つ
い
て
、

具
体
的
に

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

三
、
開
帳
を
構
成
す
る
諸
要
素

　
江
戸
で

は
、
近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
宗
教
の
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

行
現
象
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。
多
数
の
神
仏
が
そ

れ
ぞ

れ
に
霊
験
を

競
い
、
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
い

つ
で
も
江
戸
中
の
人
気
を
集
め
、
流
行
神
に
な
り
う
る

状
態
で
群
が
っ
て
い
た
。
こ
の
現
象
は
、
江
戸
の
人
々

の

祈
願
内
容
が
多
様
化
し
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
っ

た
。
こ
の
状
況
の
な
か
で
は
、
開
帳
神
仏
が
人
々
の
参

詣
を
期
待
す

る
こ
と
は
、
相
対
的
に
難
し
く
な
っ
て
い

た
。
開
帳
を
実
施
し
、
所
期
の
成
果
を
喜
捨
と
し
て
あ

げ
る
た
め
に
は
、
事
前
か
ら
か
な
り
周
到
な
準
備
を
必

要

と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
化
政
期
の
こ

ろ
、
　
『
遊
歴
雑
記
』
の
著
者
大
浄
敬
順

は
、
　
「
総
て
の
開
帳
皆
拍
子
物
に
て
、
最
初
の
評
判
と
不
図
し
た
る
風
説
よ
り
天

　
　
（
2
6
）

行

も
の
也
、
」
と
記
し
て
い
る
。
開
帳
は
、
「
皆
拍
子
物
」
で
あ
っ
て
、
参
詣
人
が

群
集
す

る
か
否
か
は
、
予
め
予
想
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
評
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
開
帳
実
施
の
当
事
者
か
ら
す
れ
ば
、
　
「
最
初
の
評
判
」
を

あ
げ
る
こ
と
に
腐
心
し
、
あ
と
は
「
不
図
し
た
る
風
説
」
に
期
待
を
す
る
し
か
な

い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
流
行
神
で
あ
れ
ば
、
突
然
の
流
行
ま
で
待
つ
こ
と
が
で

き
る
の
に
た
い
し
て
、
開
帳
は
六
十
日
な
い
し
八
十
日
の
開
帳
期
間
中
に
流
行
期

を
誘
導
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
開
帳
の
実
施
者
は
、
「
最
初
の
評
判
」

を

あ
げ
「
不
図
し
た
る
風
説
」
が
お
こ
る
確
率
を
高
く
す
る
た
め
に
、
種
々
の
施

策
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
十
八
世
紀
後
半
の
宝
暦
期
以
降
に

第2表　開帳実施回数の上位三か寺における年

　　　数間隔の実態

帳開出

法華経寺　8回

　延享4（1747）

　天明4（1784）

　文化4（1807）

　文化12（1815）

　弘化2（1845）

　嘉永5（1852）

　文久2（1862）

　慶応3（1867）

新勝寺　8回

　享保18（1733）

　寛政1（1789）

　文化3（1806）

　文化11（1814）

　文政4（1821）

　天保4（1833）

　天保13（1842）

　安政3（1856）

清涼寺　9回

　享保18（1733）

　明和7（1770）

　天明5（1785）

　享和1（1801）

　文化7（1810）

　文政2（1819）

　天保7（1836）

　嘉永1（1848）

　万延1（1860）

帳開居

洲崎弁天　9回

　寛延2（1749）

　宝暦11（1761）

　安永2（1773）

　天明5（1785）

　文化1（1804）

　文化9（1812）

　文政8（1825）

　弘化2（1845）

　安政4（1857）

護国寺　13回

　寛保1（1741）

　延享2（1745）

　宝暦1（1751）

　宝暦4（1754）

　宝暦10（1760）

　安永3（1774）

　寛政4（1792）

　寛政10（1798）

　文化1（1804）

　文化4（1807）

　文化11（1814）

　文政4（1821）

　天保12（1841）

浅草寺　15回

　元文2（1737）

　延享3（1746）

　宝暦1（1751）

　明和6（1769）

　安永3（1774）

　安永6（1777）

　天明3（1783）

　寛政7（1795）

　文化4（1807）

　文化11（1814）

　文政10（1827）

　天保12（1841）

　嘉永1（1848）

　安政3（1856）

　万延1（1860）

（「開帳差許帳」から作成）
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な
る
と
、
開
帳
件
数
が
減
少
し
て
い
く
な
か
で
、
個
々
の
設
営
規
模
が
大
き
く
な

っ

て

い

く
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
　
「
最
初
の
評
判
」
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
「
評
判
」
と
は
、

い
わ
ば
前
景
気
と
で
も
い
え
る
も
の
で
、
こ
れ
を
高
め
る
に
は
、
日
常
的
な
知
名

度
に
加
え

て
、
開
帳
の
実
施
直
前
に
集
中
的
な
宣
伝
が
お
こ
な
わ
れ
て
評
判
に
な

る
と
い
う
方
式
が
、
評
判
を
突
如
と
し
て
創
り
出
す
よ
り
も
、
確
実
性
の
高
い
も

の

と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
お
け
る
日
常
的
な
知
名
度
と
は
、
開
帳
神
仏

の

名
と
霊
験
が
基
本
と
な
り
、
そ
れ
に
寺
社
名
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近

世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
遠
隔
地
の
寺
社
で
あ
っ
て
も
、
霊
験
の
あ
る
と
さ
れ
た

一
部
の
有
力
寺
社
の
場
合
、
御
師
に
よ
る
札
の
配
布
、
道
中
記
や
縁
起
類
の
版
行
、

末
寺
の
勧
請
、
旅
人
の
評
判
な
ど
の
よ
り
、
居
な
が
ら
に
し
て
知
名
度
を
あ
げ
る

こ
と
は
可
能
と
な
る
要
因
が
揃
っ
て
き
た
。

　
第
二
表
は
、
江
戸
の
「
五
ツ
開
帳
」
に
つ
い
て
、
出
開
帳
お
よ
び
居
開
帳
そ
れ

ぞ
れ
の
実
施
回
数
上
位
三
か
寺
に
お
け
る
実
施
時
期
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の

表
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
開
帳
の
年
数
間
隔
制
限
が
遵
守
さ
れ
た
の
は
、
出

開
帳
寺
院
三
か
寺
に
つ
い
て
十
八
世
紀
半
ば
頃
の
各
一
回
の
み
で
あ
っ
た
。
十
九

世
紀
に
入

る
と
、
出
開
帳
・
居
開
帳
を
と
わ
ず
、
各
寺
と
も
六
十
余
年
の
あ
い
だ

に

五
～
七
回
の
開
帳
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
江
戸
に
お
け
る
開

帳
を

短
い
周
期
で
実
施
で
き
る
諸
条
件
を
備
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

『
嬉
遊
笑
覧
』
の
著
者
喜
多
村
信
節
は
、
十
九
世
紀
初
め
頃
の
様
子
を
、
　
「
江

戸
に
て

開
帳
あ
る
に
何
時
に
て
も
参
詣
群
す
る
ハ
善
光
寺
の
弥
陀
と
清
涼
寺
の
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

迦
仏

ま
た
成
田
の
不
動
な
ど
な
り
、
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
三

か
寺
は
、
　
「
開
帳
差
許
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
善
光
寺
四
回
、
清

涼
寺
九
回
、
新
勝
寺
八
回
の
江
戸
出
開
帳
を
実
施
し
た
、
い
わ
ぽ
常
連
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け

に
、
開
帳
仏
の
霊
験
や
寺
名
の
と
お
り
も
よ
く
、
ま
た
講
中
の
整
備
も

お

こ
な
わ
れ
て
い
た
寺
院
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
開
帳
の
実
施
時
に
は
、
参

詣
人
の

組
織
的

な
動
員
や
開
帳
場
の
設
営
に
か
ん
す
る
支
援
組
織
を
期
待
で
き
る

基
盤

を
、
日
常
的
に
維
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
著
名
な
寺
院
で

あ
っ
て
も
、
善
光
寺
と
清
涼
寺
に
つ
い
て
は
、
近
世
後
期
に
な
る
と
開
帳
の
収
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

が

あ
が
り
に
く
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
開
帳
場
の
設
営
規
模

の

肥
大
化

は
、
必
然
的
に
経
費
の
膨
張
を
招
き
、
こ
の
た
め
に
採
算
点
の
上
昇
が

み

ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
参
詣
老
が
増
加
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
善
光
寺

と
清
涼
寺
に
し
て
も
欠
損
を
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で

は
、
江
戸
に
お
け
る
知
名
度
が
そ
も
そ
も
低
か
っ
た
寺
社
が
、
開
帳
を
企
画
す
る

こ
と
自
体
、
多
大
な
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
開
帳
が
流
行
も
の
と
し
て
、
そ
の
成
否
に
開
帳
仏
の
も
つ
霊
験
以
外
の
占
め
る

要
素
が

次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
開
帳
の
あ
り
か
た
そ

の

も
の
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
つ
ぎ
に
、
十
八
世
紀
後
半

以

降
に
な
っ
て
、
開
帳
・
開
帳
場
を
取
り
巻
く
要
素
と
し
て
、
新
し
く
成
立
し
ま

た
は
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
要
素
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
の

時

期
に
、
開
帳
を
と
り
ま
く
諸
構
成
要
素
と
し
て
、
変
化
を
示
し
た
も
の
に
つ
ぎ

の

三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

江
戸

で
、
開
帳
が
実
施
さ
れ
る
場
所
と
季
節
が
、
固
定
化
さ
れ
る
傾
向
を
も

　

っ

て
き
た
こ
と
。
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三、開帳を構成する諸要素

②

本

来
は
信
仰
の
一
表
現
で
あ
っ
た
開
帳
仏
の
出
迎
え
、
お
よ
び
開
帳
場
に
お

　
け

る
霊
仏
霊
宝
の
拝
観
が
、
宣
伝
や
募
縁
の
手
段
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

　
な
っ
た
こ
と
。

③

開
帳
仏
へ
の
奉
納
物
、
ま
た
参
拝
者
を
対
象
に
し
た
見
世
物
が
、
開
帳
場
の

　
重
要
な
構
成
要
素
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
開
帳
・
開
帳
場
の
構
成
要
素
と
し
て
は
、
開
帳
神
仏
へ
の

帰
依
・
祈
願
と
は
異
質
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
に

述
べ
て
い
き
た
い
。

ω
、
開
帳
の
場
所
と
季
節

　
開
帳
の
場
所
は
、
御
府
内
の
寺
社
で
あ
れ
ば
居
開
帳
が
原
則
で
あ
っ
た
か
ら
、

ま
ず
自
坊
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
他
方
で
、
江
戸
以
外
の
寺
社
が
江
戸
で
出
開
帳
を

す

る
場
合
に
は
御
府
内
に
開
帳
場
と
な
る
宿
寺
を
求
め
た
。
こ
の
場
所
選
定
は
、

時

期
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
開
帳
の
成
否
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
　
「
開
帳
差
許
帳
」
に
よ
る
と
、
出
開
帳
総
件
数
六
二
二
件
の
う
ち
、
宿
寺
の

判

明
す
る
も
の
五
三
九
件
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
宿
寺
と
し
て
も
っ
と
も
多
く
使

わ
れ
た
の

は
回

向
院
で
一
三
七
件
、
つ
い
で
永
代
寺
（
深
川
八
幡
）
三
九
件
で
あ

っ

た
。
こ
と
に
、
十
九
世
紀
に
は
、
両
所
へ
の
集
中
は
顕
著
と
な
り
、
他
宗
寺
院

で
は

開
帳
を
お
こ
な
わ
な
い
日
蓮
宗
を
除
く
と
、
件
数
の
五
五
％
を
占
め
る
に
い

た
っ

た

（
第
三
表
）
。
こ
の
両
国
と
深
川
と
い
う
隅
田
川
に
隣
接
し
た
場
所
は
、

江
戸
の

な
か
で
も
多
く
の
行
楽
施
設
が
集
中
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
大

浄
敬
順
は
、
回
向
院
に
つ
い
て
「
い
つ
に
て
も
回
向
院
の
開
帳
は
川
筋
と
い
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

往
来
の
咽
首
な
れ
ぽ
納
涼
に
さ
し
懸
り
て
、
大
体
は
や
ら
ざ
る
は
な
し
L
と
評
し

て

い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
季
節
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
江
戸
の
開
帳
は
、
そ
の
盛
時
と
さ

れ

る
元
禄
か
ら
寛
延
期
頃
ま
で
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
二
月
か
ら
九
月
に
か
け

て

間
断
な
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
す

で

に
、
第
一
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

寒
い
時
期
に
は
ご
く
僅
か
な
例
外
を
除

け
ば

実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
開
帳

が

お

こ
な
わ
れ
た
季
節
は
、
十
八
世
紀

後
半
に

入

る
と
、
次
第
に
幅
が
狭
く
な

っ

て

い

く
。
具
体
的
に
は
、
宝
暦
年
間

以
降
に

な
る
と
、
七
月
以
降
の
開
帳
が

顕
著

な
減
少
傾
向
を
示
す
。
さ
ら
に
天

明
年
間
以
降
に
な
る
と
、
開
帳
は
三
月

か

ら
六
月
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
も

の

に
限

ら
れ
て
い
っ
た
。
開
帳
の
実
施

さ
れ
た
季
節
が
、
春
か
ら
夏
の
盛
り
以

前
に
限
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
、
こ
れ
以
外
の
季
節
に
実
施
し
た
の

で

は
、
人
々
の
参
集
が
期
待
で
き
な
か

っ

た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
江
戸
の
人
々
の
あ
い
だ
に
、
開
帳

第3表　江戸出開帳の宿寺としてみた回向院・永代寺の位置

享和元～明治元
　　68年間

享保18～寛政12
　　68年間

享保18～明治元
　　136年間

233

　　81

152

　　58

　25

055

306

　　55

251

　　79

　　14

0．37

539

136

403

137

　　39

044

宿寺判明の出開帳件数

　　うち日蓮宗寺院

A－B
回向院の出開帳件数

永代寺の出開帳件数

（D＋E）／C

A
B

C

D
E

（「開帳差許帳」から作成）
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と
は
季
節
の
良
い
時
期
に
足
を
運
ぶ
も
の
、
い
わ
ば
屋
外
の
季
節
行
事
の
ひ
と
つ

と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　
開
帳
が
屋
外
の
季
節
行
事
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ

こ
で
は
天
候
も
重
要
な
要
件
に
な
っ
て
く
る
。
さ
き
に
み
た
嵯
峨
清
涼
寺
は

「
何
時
に
て

も
参
詣
群
集
す
る
」
と
さ
れ
た
、
数
少
な
い
寺
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
清
涼
寺
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
回
向
院
で
お
こ
な
っ
た
出
開
帳
で
は
、

「
森
雨
止
む
時

な
く
、
…
…
嵯
峨
開
帳
、
詣
人
少
く
、
看
せ
物
あ
ま
た
出
し
た
れ

　
　
　
　
（
3
0
）

ど
も
見
物
な
し
」
と
『
武
江
年
表
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
森
雨
止
む
時
な
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
い
う
天
候
が
、
著
老
斎
藤
月
琴
に
開
帳
不
入
り
の
い
わ
ぽ
当
然
の
理
由
と
し
て

み
な

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
期
の
江
戸
の
人
々
の
開
帳
観
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
開
帳
と
は
知
名
度
・
季
節
・
天
候
な
ど
あ
る
程
度
以
上

の
客
観
条
件
が
揃
っ
て
、
は
じ
め
て
人
々
に
出
か
け
る
気
を
お
こ
さ
せ
る
と
い
う

程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
、
江
戸
入
り
道
中
と
霊
仏
霊
宝

　
寺
社
か

ら
み
て
、
江
戸
に
お
け
る
開
帳
が
予
期
し
た
収
益
を
容
易
に
あ
げ
え
な

い

も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
き
、
開
帳
の
実
施
者
は
開
帳
神
仏
の
霊
験
に
加
え
て
、

衆
目
を
集
め
る
た
め
新
た
な
方
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

開
帳
仏
の
江
戸
入
り
道
中
の
演
出
と
、
開
帳
場
に
お
け
る
霊
仏
霊
宝
の
拝
観
に
つ

い
て

み
て

お
き
た
い
。

　
開
帳
仏
の
江
戸
入
り
道
中
と
は
、
出
開
帳
の
場
合
に
限
ら
れ
る
行
事
で
あ
っ
た
。

具
体
的

に

は
、
在
所
か
ら
江
戸
周
辺
の
四
宿
に
到
着
し
た
お
り
、
そ
こ
で
旅
装
を

解
き
、
出
迎
え
の
人
々
と
と
も
に
本
行
列
を
つ
く
り
、
江
戸
市
中
を
宿
寺
ま
で
練

り
歩
く
こ
と
を
さ
し
た
。
こ
の
江
戸
入
り
の
道
中
が
、
出
開
帳
に
本
来
的
に
付
随

し
た
行
事
で
あ
る
の
か
、
あ
る
時
期
に
企
画
さ
れ
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て

は

不
詳
で
あ
る
が
、
遅
く
と
も
十
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
こ
れ
が
大
規

模
で
か
つ
組
織
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
管
見
す
る
限
り
で
は
、

『
武
江
年
表
』
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
年
）
の
身
延
山
久
遠
寺
が
深
川
浄
心
寺
で

開
帳
を
し
た
お
り
の
記
事
で
、
　
「
江
戸
到
着
の
日
、
迎
ひ
の
人
数
品
川
よ
り
日
本

橋
迄
つ
ぶ
く
。
何
町
講
中
と
書
き
た
る
旗
幟
あ
ま
た
立
つ
る
（
開
帳
講
中
此
の
頃

　
　
　
　
（
3
2
）

よ
り
賑
は
へ
り
）
。
」
と
あ
る
事
例
が
も
っ
と
も
古
い
。
「
迎
ひ
の
人
数
」
と
は
、

そ

の

大
部
分
が

「
開
帳
講
中
」
に
属
し
、
こ
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ

た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
講
中
は
「
旗
幟
あ
ま
た
立
つ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

開
帳
に
お
け
る
旗
幟
の
奉
納
も
こ
の
時
期
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
中
は
、

主
た

る
目
的
が
開
帳
の
前
宣
伝
と
し
て
衆
目
を
集
め
る
こ
と
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
効

果
を

高
め
る
た
め
に
連
年
派
手
な
も
の
に
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ

の

道
中
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
行
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

奉
所
か
ら
の
申
渡
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
於
御
府
内
開
帳
入
仏
之
節
附
添
候
儀
、
大
幟
を
持
、
其
上
花
出
し
付
異
様
二

　
　
致

し
、
或
者
群
を
立
歩
行
、
諸
事
大
造
成
致
し
方
之
趣
相
聞
、
依
而
お
の
つ

　
　
か

ら
か
さ
つ
成
事
も
出
来
、
喧
嘩
口
論
等
致
し
、
不
堵
之
至
二
候
、
人
々
信

　
　
心
之
事
二
候
ハ
ふ
、
其
身
計
附
添
可
申
事
二
候
、
右
躰
大
造
致
し
候
儀
、
以

　
　
来
群
を
立
幟
、
小
印
迄
も
不
相
成
旨
、
…
…

町
奉
行
所
は
、
江
戸
入
り
の
道
中
そ
の
も
の
を
禁
止
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
幟

182



三、開帳を構成する諸要素

を
た
て
小
印
を
も
っ
て
群
を
な
し
て
練
り
歩
く
と
い
う
「
諸
事
大
造
成
致
し
方
」

と
、
　
「
か
さ
つ
成
事
も
出
来
、
喧
嘩
口
論
等
致
」
す
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
あ
っ

た
。
あ
く
ま
で
も
改
革
政
治
期
の
風
俗
統
制
の
観
点
か
ら
の
統
制
で
あ
り
、
出
迎

え
お
よ
び
随
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
信
心
之
事
二
候
ハ
玉
、
其
身
計
附
添
可

申
」
と
不
問
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
禁
制
は
、
僅
か
な
年
数
の
う
ち
に
有
名
無
実
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

文
化
四

年

（
一
八
〇

七
）
に
幸
手
不
動
院
が
回
向
院
で
開
帳
を
お
こ
な
っ
た
お
り

の

行
列

は
、
や
は
り
『
武
江
年
表
』
に
よ
れ
ば
、
　
「
江
戸
到
着
の
日
、
講
中
と
称

す
る
も
の
幟
、
錫
杖
、
法
螺
の
類
を
持
ち
、
前
駆
す
る
事
凡
そ
千
人
計
り
、
次
に

山
伏
数
十
人
、
兜
巾
、
篠
掛
に
て
二
行
に
列
す
。
…
…
近
来
是
れ
程
な
る
江
戸
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の

開
帳
な
し
。
去
年
の
琉
球
人
の
行
列
よ
り
は
殊
に
め
ざ
ま
し
と
云
ひ
あ
へ
り
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
中
が
、
琉
球
人
の
行
列
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い

う
評
判
が
立
つ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
開
帳
の
前
宣
伝
と
し
て
の

目
的
は
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
規
模
が
話
題
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
少
々
の
行
列
で
は
江
戸
の
人
々
の
噂
に
は
上
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を

示

し
て
い
る
。
行
列
を
編
成
す
る
た
め
に
は
、
本
末
関
係
を
軸
と
し
た
諸
寺
か

ら
の
参
加
、
ま
た
講
中
に
よ
る
大
量
の
人
数
動
員
と
装
い
が
必
要
で
あ
っ
た
。
開

帳

を
企
画
し
た
寺
社
の
う
ち
で
、
人
目
を
ひ
く
行
列
を
構
成
し
、
か
つ
開
帳
仏
の

霊
験
を

強
調
す
る
こ
と
の
で
き
る
条
件
を
備
え
た
も
の
は
、
限
ら
れ
て
い
か
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
江
戸
入

り
の
華
美
な
道
中
と
比
較
を
す
れ
ぽ
、
寺
宝
の
霊
仏
霊
宝
を
開
帳
仏
と

あ
わ
せ
て
公
開
す
る
こ
と
の
方
が
、
開
帳
に
と
も
な
う
行
事
と
し
て
は
筋
の
と
お

っ

た

も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
開
帳
差
許
帳
」
に
よ
れ
ぽ
、
開
帳
実
施
寺
社
の
ほ
と
ん

ど
が
、
開
帳
神
仏
と
と
も
に
霊
仏
霊
宝
を
拝
観
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
仏

像
お
よ
び
神
像
・
仏
画
・
墨
蹟
・
遺
物
・
古
文
書
な
ど
で
、
開
帳
寺
社
が
所
持
し

て

い

た
寺
宝
類
の

う
ち
、
人
目
を
ひ
き
人
々
の
話
題
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
公
開

し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
文
化
四
年
に
箱
根
権
現
が
永
代
寺
で
開
帳
し
た
お

り
に
は
、
曽
我
兄
弟
の
太
刀
、
同
年
の
鎌
倉
補
陀
洛
寺
の
永
代
寺
中
長
寿
院
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
託
）

け

る
開
帳
で
は
平
清
盛
自
筆
の
平
家
赤
旗
、
天
保
四
年
に
広
隆
寺
が
浅
草
寺
念
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

堂
で
開
帳
し
た
と
き
に
は
歴
代
の
震
翰
な
ど
が
並
べ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
文
化
四
年
の
護
国
寺
開
帳
は
、
　
「
桂
昌
院
殿
尼
公
の
御
道
具
の
品
々
内
、
霊
宝

と
て
諸
人
に
拝
見
を
許
さ
れ
し
ま
ふ
、
一
旦
は
繁
昌
し
遠
近
の
人
々
出
で
し
か
ど
、

…
…
諸
の
御
道
具
を
取
隠
し
見
せ
ざ
り
し
か
ば
、
是
よ
り
開
帳
寂
れ
て
参
詣
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

く
、
自
然
と
淋
し
く
成
り
ぬ
、
」
と
、
　
『
遊
歴
雑
尼
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
甲
子
夜
話
』
の
著
者
松
浦
静
山
は
、
文
政
七
年
に
京
都
妙
満
寺
が
浅
草
慶
印
寺

で
開
帳
し
た
お
り
の
伝
聞
と
し
、
　
「
見
た
る
人
の
話
に
曼
陀
羅
あ
り
て
珍
ら
し
き

大
幅
な

り
殊
に
見
事
な
り
と
言
ひ
且
つ
朝
鮮
攻
の
日
加
藤
清
正
渡
海
の
船
に
帆
あ

げ
た
る
と
き
こ
の
曼
陀
羅
を
帆
に
掛
け
た
る
に
大
に
勝
利
の
瑞
あ
り
し
と
聞
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

れ
ば
頻
に
見
た

く
覚
へ
た
れ
ど
も
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
開
帳
を
実

施
す

る
寺
社
と
し
て
は
、
人
々
の
話
題
に
の
ぼ
り
、
か
つ
開
帳
場
へ
足
を
向
け
さ

せ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
霊
仏
霊
宝
を
、
一
つ
で
も
多
く
揃
え
る
こ
と
が
必
要

に

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
霊
仏
霊
宝
の
取
り
揃
え
は
、
一
部
の
寺
社
に
と
っ
て
は
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

易
な
こ
と
で
は
な
く
、
「
惣
て
他
宗
の
霊
宝
に
て
真
偽
紛
は
し
き
品
ぞ
多
か
り
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陶

と
評
さ
れ
る
よ
う
な
手
当
し
か
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
開
帳
仏
の
霊
験
を
広
く
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
開
帳
仏
や
寺
の
由

緒
を
説
く
縁
起
類
が
あ
っ
た
。
こ
の
縁
起
は
、
霊
仏
霊
宝
の
ひ
と
つ
と
し
て
人
々

の
拝
観
に

供
さ
れ
る
と
と
も
に
、
略
縁
起
と
し
て
版
行
さ
れ
て
、
厄
除
け
の
お
守

り
な
ど
と
と
も
に
、
開
帳
仏
の
霊
験
を
流
布
さ
せ
る
手
段
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ

れ
ら
の
頒
布
も
、
募
縁
の
一
策
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。

　
開
帳
実
施
寺
社
は
、
こ
れ
ら
の
霊
仏
霊
宝
や
縁
起
・
護
符
な
ど
を
、
開
帳
仏
の

霊
験
を

補
強
す

る
も
の
と
し
て
、
ま
た
時
期
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
募
縁
の
手
段

と
し
て
の
意
味
あ
い
を
強
く
し
て
、
開
帳
場
の
設
営
に
あ
た
り
効
果
的
な
配
置
を

考

え
て
仮
小
屋
を
配
置
し
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
募
縁
の
収
益
を
挙
げ
よ
う
と
し

た
。
こ
の
一
事
例
を
、
信
州
善
光
寺
が
享
和
三
年
に
浅
草
伝
法
院
で
お
こ
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

出
開
帳
の
お
り
の
仮
小
屋
の
配
置
図
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

　
善
光
寺
が

当
初
の
計
画
段
階
で
立
て
た
開
帳
場
の
構
成
で
は
、
参
詣
老
は
そ
れ

ぞ
れ
独
立

し
た
開
帳
仏
の
仮
堂
↓
釈
迦
仮
堂
↓
聖
徳
太
子
井
修
復
奉
加
所
↓
絵
縁

起
所
↓
諸
御
影
所
の
五
か
所
の
仮
小
屋
を
ま
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
五

か
所
の

仮
小
屋
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
費
銭
を
投
じ
る
か
、
寄
進
を
す
る
か
、
縁
起
・

印
文
・
御
守
な
ど
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
、
開
帳
仏
の
如
来
、
釈
迦
像
、

聖
徳
太
子
像
が
独
立

し
た
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
参
詣
に
き
た
人
々
は
そ
の
度
に

費
銭
を

投

じ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
建
前
と
し
て
は
、
霊
仏
霊
宝
に
あ
た
る

釈
迦
像
と
聖
徳
太
子
像
が
開
帳
仏
同
様
の
扱
い
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
配
置
案
は
、

結
果
と
し
て
、
寺
社
奉
行
か
ら
認
可
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
開
帳
を
め
ぐ
る
一
連
の
行
事
の

な
か
で
、
開
帳
仏
の
江
戸
入
り
道
中
の
大
規
模
化
・
華
美
化
、
開
帳
講
中
の
成
立

と
大
幟
な
ど
の
派
手
な
動
き
、
開
帳
場
の
霊
仏
霊
宝
の
扱
い
や
仮
小
屋
の
構
成
に

み

ら
れ
る
あ
か
ら
さ
ま
な
募
縁
行
為
な
ど
、
新
し
い
様
相
を
数
多
く
認
め
る
こ
と

が

で
き
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
開
帳
仏
の
霊
験
が
開
帳
全
体
の
な
か
で
占
め
る

相
対
的
な

比
重
は
低
下

し
て
い
っ
た
。
か
わ
っ
て
開
帳
場
は
、
開
帳
仏
を
取
り
巻

き
新
規
に
加
え
ら
れ
た
構
成
要
素
を
も
併
せ
た
、
複
合
的
な
施
設
と
し
て
構
成
さ

れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
の
人
々
の
多
彩
な
要
求
に
、
開
帳
を

実
施
す

る
寺
社
が
で
き
う
る
限
り
の
対
応
を
示
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

③
、
奉
納
物
と
見
世
物

　
江
戸
の
人
々
の
開
帳
に
た
い
す
る
見
方
の
変
化
は
、
開
帳
場
の
外
縁
部
を
構
成

し
て
い
た
見
世
物
に
代
表
さ
れ
る
行
楽
的
要
素
の
増
大
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
近

世
の
前
半
に

は
、
開
帳
は
人
々
と
開
帳
仏
と
の
結
縁
を
主
軸
に
成
り
立
っ
て
い
た

が
、
後
半
に
入
る
と
開
帳
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
信
仰
を
伴
わ
な
い
行
楽
そ

の

も
の
が
相
対
的
に
比
重
を
増
し
て
き
た
。

　
具
体
的
に

は
、
開
帳
神
仏
へ
の
奉
納
物
に
仕
立
て
は
い
た
が
内
実
は
商
家
の
宣

伝
媒
体
そ

の

も
の
で
あ
っ
た
飾
り
物
、
ま
た
盛
り
場
の
大
道
芸
と
同
質
の
見
世
物

で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
飾
り
物
・
見
世
物
は
、
開
帳
場
を
構
成

す

る
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
な
り
、
人
々
の
興
味
と
期
待
と
は
こ
れ
ら
に
傾
斜
し

て

い

っ
た
。

　
奉
納
物

は
、
人
々
が
信
仰
の
証
し
と
し
て
、
開
帳
神
仏
に
供
え
た
も
の
で
、
そ

れ
自
体
は
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
項
で
指
摘
し

た
開
帳
講
中
に
よ
る
幟
の
奉
納
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
第
四
表
は
、
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安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
八
月
か
ら
護
国
寺
で
実
施
さ
れ
た
秩
父
三
十
四
か
所
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

世
音
惣
開
帳
の
お
り
、
寺
社
奉
行
所
へ
提
出
し
た
「
寄
進
物
書
上
」
の
内
容
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
奉
納
物
の
大
部
分
は
提
灯
と
幟
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も

の

を

含
め

て
、
信
仰
の
表
現
と
し
て
の
奉
納
物
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。　

奉
納
物
の
あ
り
方
は
、
明
和
年
間
か
ら
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
大
田
南
畝
の
『
半
日
閑
話
』
に
よ
れ
ば
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
の
湯
島

天
神
の
開
帳
で
は
、
　
「
上
ゲ
物
多
し
。
大
き
な
る
茶
釜
を
作
り
、
…
…
錦
の
石
灯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

籠

…
…
び
ろ
う
ど
の
牛
白
太
夫
の
人
形
…
…
」
な
ど
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

時
期
に
は

い

ま
だ
「
上
ゲ
物
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
奉
納
者
も
町

内
や
商
家
の
双
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
十
八
世
紀
末
に
な
る
と
、
「
寛
政
十
一
年
、

三
囲
稲
荷
の
開
帳
群
集
し
て
、
日
本
橋
白
木
屋
の
奉
納
と
て
、
天
鷲
絨
の
牛
、
黒

三、開帳を構成する諸要素

第4表　安永四年，護国寺における秩父三十四か所観世音惣開帳の奉納物

　　　一覧

寺名1 奉 納 物

普賢像1体，神馬1疋

菊造花

花付額，打敷1行

詠歌類，まんどう1ツ

鰐口1ツ

道成寺作物1ツ

（花付）青銅10貫文

2

10

3
1
2

10

（花付）青銅40貫文

幟5本
　　11

　　9

　　2

2
5
3
1
　
1
6
3
2
3
4
3
2
1
5
4
6
2
4
3
4

12

3
3
3
7
4
2
2
7

提灯10張

　　　　8

　　　　7

　　　　8

　　　　2

　　　15

2
　
3
　
　
2
　
　
2
　
　
8
　
4
16

4
4
2
4
3
4
1
3

9
4
2
4
4
6
2
3
6
4
3
4
3
4

1番寺
2

3

4

5

6

7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4

（「惣開帳日記」（秩父札所一番寺妙音寺蔵）から作成）

木
売
の
人
形
、
ま
た
虎
の
皮
に
て

作

り
た
る
虎
の
、
眼
、
爪
に
金
物

を

用
ゆ
、
其
外
い
ろ
い
ろ
飾
り
物

あ
り
、
是
開
帳
の
飾
り
物
に
美
を

　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

尽
す
の

初
め
な
る
欺
、
L
と
い
う
状

況
に
な

っ

た
。
こ
の
『
寛
天
見
聞

記
』
の
著
者
は
、
開
帳
の
奉
納
物

が
本

来
の
意
図
を
逸
脱
し
て
飾
り

物
へ
と
質
的
に
変
化
し
た
時
期
と

し
て
、
寛
政
末
年
と
捉
え
た
の
で

あ
っ
た
。
飾
り
物
は
、
　
「
日
本
橋

白
木
屋
の
奉
納
と
て
」
と
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
珍
し
い
造
作
に
加
え

て
、
誰
が
奉
納
し
た
か
が
話
題
に

な
っ
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
著
作
は
、
天
保
改
革
期
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に
、
寛
政
か
ら
天
保
年
間
に
お
け
る
で
き
ご
と
を
回
顧
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
開
帳
の
飾
り
物
は
化
政
期
か
ら
天
保
初
年
に
か
け
て
、
少

な
く
と
も
著
者
の
眼
に
は
「
美
を
尽
す
」
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
ろ
の
あ
り
さ
ま
を
大
浄
敬
順
は
、
　
「
近
年
の
開
帳
は
…
…
何
方
も
肝
心

目
ざ
す
開
帳
仏
の
天
行
に
あ
ら
ず
、
種
々
の
造
り
物
仰
山
な
る
、
奉
納
の
品
々
又

は
珍

ら
し
き
見
世
物
等
有
て
評
判
広
ふ
な
り
、
…
…
開
帳
へ
参
詣
す
る
は
、
畢
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

見
世
物
の
序
に
参
拝
す
る
に
同
じ
、
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
か
ら
も
、
化
政

期
の
開
帳
に
お
け
る
飾
り
物
や
見
世
物
の
流
行
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
そ
の
概

要
を

伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
飾
り
物
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
　
『
宝
暦
現
来
集
』
の
著
者
山
田
桂
翁
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

「
奉
納
も
数
多
け
れ
ど
も
、
皆
あ
り
ふ
れ
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々

の

あ
い
だ
に
は
新
し
い
人
目
を
ひ
く
よ
う
な
飾
り
物
を
た
え
ず
求
め
る
と
い
う
、

期
待
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
待
感
が
十
九
世
紀
江
戸
の
開
帳
を
支
え

た
一
つ
の
主
要
な
要
素
に
な
っ
て
お
り
、
開
帳
の
実
施
者
も
参
詣
者
を
集
め
る
た

め

に
、
人
々
の
飾
り
物
へ
の
期
待
に
迎
合
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ

れ

る
。
大
浄
敬
順
は
、
文
政
五
年
の
永
代
寺
に
お
け
る
加
賀
倶
利
伽
羅
山
長
楽
寺

の

開
帳
で
は
、
　
「
開
帳
場
は
人
少
な
く
作
り
し
奉
納
も
の
に
の
み
、
人
の
集
ふ
は

　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

理
な
が
ら
又
お
か
し
、
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
大
浄
敬
順
の
「
理
な
が

ら
又
お
か
し
」
と
い
う
評
価
は
、
こ
の
時
期
の
開
帳
に
た
い
す
る
批
判
か
ら
き
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
に
お
け
る
見
世
物
は
、
近
世
初
頭
以
来
、
大
道
芸
の
系
譜
を
引
く
民
衆
の

芸
能

と
し
て
存
在
し
た
。
く
わ
え
て
、
近
世
中
期
以
降
に
な
る
と
、
盛
り
場
の
恒

常
的

な
成
立
と
と
も
に
、
小
屋
掛
け
の
見
世
物
が
現
わ
れ
て
き
た
。
『
続
飛
鳥
川
』

の

著
者
は
、
　
「
安
永
始
両
国
に
、
と
ん
だ
霊
宝
と
い
ふ
見
世
物
を
出
し
、
殊
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

見
物
也
。
夫
よ
り
見
世
物
追
々
多
く
な
る
。
」
と
、
安
永
期
を
ひ
と
つ
の
画
期
に
し

て

い

る
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
で
は
、
大
田
南
畝
が
安
永
四
年
の
京
清
水
寺
の
青

山
長
谷
寺
に
お
け
る
開
帳
に
つ
い
て
、
「
境
内
の
見
世
物
、
芝
居
、
曲
馬
等
挙
て
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

へ
難

し
、
参
詣
両
国
回
向
院
よ
り
多
し
、
」
と
記
し
て
い
る
も
の
が
も
っ
と
も
古
い
。

こ
の
同
じ
と
き
に
、
回
向
院
で
も
京
清
水
寺
円
養
院
の
観
世
音
と
井
の
頭
弁
天
の

開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
大
田
南
畝
は
参
詣
者
は
青
山
長
谷
寺

の

方
が
多
か
っ
た
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
長
谷
寺
の
境
内
に
は
見
世
物
・
芝

居
・
曲
馬
な
ど
が
数
多
く
興
行
し
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　
開
帳
が
見
世
物
が
占
め
た
位
置
は
、
大
浄
敬
順
の
記
述
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
十
九
世
紀
に
入
る
こ
ろ
に
は
開
帳
の
成
否
を
左
右
す
る
も
の
に
ま
で
な
っ

て

い
た
の

で
あ
ろ
う
。
開
帳
と
い
う
行
事
の
外
縁
部
を
形
成
し
た
飾
り
物
・
見
世

物
の
差
配
は
、
開
帳
を
実
施
す
る
寺
社
の
手
に
は
余
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ

る
。
こ
れ
ら
の
手
配
は
、
江
戸
に
あ
る
講
中
が
お
こ
な
う
か
、
も
し
く
は
開
帳

の

設
営
全
般
を

取

り
仕
切
る
い
わ
ぽ
興
行
師
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
　
「
開
帳
差
許
帳
」
の
文
化
三
年
夏
の
武
州
大
師
河
原
平
間
寺
の
項
に
、

同
寺
の
開
帳
期
日
の
延
期
理
由
と
し
て
、
　
「
御
府
内
大
火
二
而
世
話
人
等
茂
類
焼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

い
た

し
、
諸
事
差
支
之
儀
有
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
間
寺

の

開
帳
に
さ
い
し
て
実
際
の
運
営
面
で
は
、
同
寺
の
僧
よ
り
も
世
話
人
の
方
が
大

き
く
か
つ
実
質
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
ま
た
、

比
留
間
尚
氏
は
、
江
戸
の
演
劇
や
出
版
の
一
部
分
の
演
題
が
、
開
帳
と
密
接
な
連
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おわりに

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

動
性
の

も
と
に
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条
件

を

勘
案
す
れ
ぽ
、
開
帳
一
件
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
多
の
職
種
・
業
種
の
人
々
が
組
織

的
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
開
帳
を
流
行
る
も

の

に
す

る
た
め
の
確
率
を
高
め
る
た
め
に
は
、
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
魅
力
と
な

る
要
素
を
よ
り
多
く
集
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
役
割
を
担
い
、
開
帳

を

構
成
・
演
出
し
た
の
が
、
世
話
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
開
帳
が
寺
社
に
と
っ
て
の
募
縁
手
段
と
し
て
確
実
性
・
有
効
性
を
も
っ
て
い
た

か
否
か
の

観
点
で
み
た
場
合
、
近
世
都
市
江
戸
で
お
こ
な
お
れ
た
「
五
ツ
開
帳
」

は
、
そ
の
実
施
の
件
数
・
季
節
の
検
討
か
ら
、
十
八
世
紀
半
ぽ
を
も
っ
て
大
き
く

前
後
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
開
帳
の
あ
り
方
の

違
い
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
十
八
世
紀
前
半
の

開
帳
…
…

　
開
帳
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
す
史
料
が
存
在
せ
ず
、
不
明
な
こ
と
が
ら
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
開
帳
の
あ
り
方
か
ら
推
論
を

し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　
ま
ず
、
こ
の
期
の
最
大
の
特
質
は
、
江
戸
で
開
帳
を
実
施
し
た
寺
社
が
多
数
に

の

ぼ

り
、
一
季
五
ツ
で
三
十
三
年
間
隔
と
い
う
規
準
は
、
機
会
を
均
等
に
す
る
も

の

と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
中
期
以
降
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

開
帳
仏
の
大
規
模
な
江
戸
入
り
道
中
、
開
帳
講
中
、
奉
納
物
、
見
世
物
な
ど
は
い

ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
開
帳
は
、
本
来
の
趣
旨
で
あ
る
開
帳
仏

と
参
詣
者
と
の
結
縁
と
い
う
関
係
を
基
軸
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が

っ

て
、
開
帳
に
付
随
し
た
諸
行
事
が
た
と
え
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
あ
く

ま
で
も
補
助
的
な
も
の
で
あ
り
、
開
帳
場
の
設
営
規
模
も
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
帳
を
運
営
す
る
た
め
の
経
費
も
、
十
八
世
紀
後

半
以
降
と
比
べ
れ
ぽ
格
段
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
ま
で
は
、
江
戸
府
内
の
行
楽
施
設
も
未
発
達
で
、
流
行
神
の
現
象
も

い

ま
だ
み
ら
れ
ず
、
江
戸
の
人
々
の
信
仰
お
よ
び
行
楽
の
な
か
で
、
仏
教
へ
の
信

仰
か
ら
発
し
て
、
府
内
の
寺
社
詣
で
や
開
帳
参
り
を
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
比
較

的
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
の
人
々
は
開
帳
場
へ
出
向
い

た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
開
帳
と
比
べ
て
、
仮
に
一
件
あ

た

り
の
参
詣
人
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
寺
社
の
開
帳
か
ら

の

収
益
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
経
費
が
少
な
か
っ
た
だ
け
に
欠
損
の
出
る
確

率
は
低
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
要
す

る
に
、
こ
の
時
期
の
開
帳
は
、
江
戸
居
住
者
の
信
仰
お
よ
び
行
楽
生
活
に

適
合
し
た
行
事
と
し
て
賑
わ
い
、
寺
社
の
募
縁
に
も
効
果
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

み

る
こ
と
が
で
き
る
。

十
八
世
紀
後
半
の

開
帳
…
…

　
宝
暦

～
寛
政
年
間
は
、
開
帳
の
結
縁
と
し
て
の
要
素
に
、
行
楽
お
よ
び
宣
伝
の

諸
要
素
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
安
永
年
間
ご
ろ

に
、
そ
れ
以
降
十
九
世
紀
に
わ
た
る
時
期
の
開
帳
の
基
本
的
な
形
態
が
で
き
あ
が

っ

た

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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開
帳
の
成
否
の
条
件
と
し
て
、
開
帳
の
場
所
・
季
節
な
ど
が
大
き
な
意
味
を
も

っ

て

き
た
な
か
で
、
開
帳
の
件
数
そ
の
も
の
は
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
開
帳
の
形
態
変
化
は
、
江
戸
の
人
々
の
信
仰
お
よ
び

行
楽
生
活
の
あ
り
方
の
変
化
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
で
は
、
盛
り
場

に
代
表

さ
れ
る
行
楽
施
設
が
成
立
し
、
人
々
の
行
動
範
囲
も
近
郊
地
帯
ま
で
広
が

り
、
行
楽
の
嗜
好
も
多
様
化
・
多
極
化
の
兆
し
を
み
せ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
信
仰

面
で

は
、
全
国
各
地
の
寺
社
の
末
寺
・
末
社
が
江
戸
に
勧
進
さ
れ
た
こ
と
、
諸
々

の

講
中
、
流
行
神
仏
に
み
ら
れ
る
信
仰
の
機
能
化
、
ま
た
伊
勢
参
り
に
代
表
さ
れ

る
諸
寺
社
参
詣
お
よ
び
行
楽
と
し
て
の
旅
の
普
及
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

に

江
戸
の
人
々
は
、
信
仰
お
よ
び
行
楽
生
活
に
お
い
て
、
多
様
な
選
択
を
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
開
帳
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
た
い
し
、
開
帳
を
企
画
し
実
施

す

る
側
で
は
、
新
た
な
方
策
を
た
て
て
対
処
を
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
開
帳

神
仏
の
霊
験
に
く
わ
え
て
、
開
帳
お
よ
び
開
帳
場
の
要
素
を
江
戸
の
人
々
の
多
様

な
要
求
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
改
編
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
関
心
を
繋
ぎ
留
め
よ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
信
仰
に
関
連
す
る
こ
と
で
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
開
帳
神
仏
の
霊
験
に
く
わ
え
て
、
霊
仏
霊
宝
の
う
ち
単
独

で
募
縁
を
な

し
う
る
神
仏
を
強
調
し
て
扱
う
こ
と
、
縁
起
類
の
内
容
を
効
果
的
に

活

用
す
る
こ
と
、
江
戸
入
り
道
中
の
演
出
、
開
帳
講
中
の
整
備
、
奉
納
物
の
強
調

な
ど
に
よ
り
、
開
帳
の
宣
伝
や
募
縁
の
効
果
を
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

開
帳
場
の
外
縁
部
に
は
、
見
世
物
小
屋
な
ど
を
配
置
し
て
、
行
楽
と
し
て
の
要
素

を

補
強

し
て
い
っ
た
。

　
開
帳
は
、
信
仰
お
よ
び
行
楽
施
設
と
し
て
の
総
合
化
を
画
策
す
る
こ
と
で
、
江

戸
の
人
々
の
関
心
を
繋
ぎ
留
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

開
帳
一
件
ご
と
の
行
事
お
よ
び
設
営
の
規
模
は
、
大
型
化
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な

か
っ

た
。
十
八
世
紀
後
半
に
、
開
帳
に
か
ん
す
る
記
述
を
残
し
た
江
戸
の
随
筆
の

著
者
た
ち
は
、
そ
の
関
心
の
多
く
を
開
帳
場
の
構
成
物
に
向
け
て
い
る
。
こ
の
構

成
要
素
の
新
基
軸
こ
そ
、
こ
の
時
期
の
開
帳
実
施
寺
社
が
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と

し
て
創
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以

上
の

よ
う
に
、
江
戸
の
開
帳
は
ほ
ぼ
安
永
期
ご
ろ
を
画
期
と
し
て
、
あ
り
方

を

大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
こ
の
時
期
以
前
の
開
帳
は
、
開
帳
神
仏
の
霊
験
に
よ
る

衆
庶

と
の
結
縁
に
主
要
な
存
在
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、

安
永
期
以

降
の
開
帳
は
、
信
仰
の
要
素
を
も
含
め
た
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
流
行

も
の
と
し
て
の
興
行
の
要
素
を
強
く
も
っ
た
存
在
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
十
八

世
紀
後
半

に
お

い

て
、
開
帳
が
必
ず
し
も
流
行
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た

と
き
、
流
行
る
も
の
か
ら
流
行
ら
せ
る
も
の
へ
の
転
換
を
安
永
期
の
現
象
の
な
か

に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
比
留
間
尚
「
江
戸
の
開
帳
」
（
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
所
収
、
　
一
九
七
三
年
、

　

吉
川
弘
文
館
）
。

（
2
）
　
北
村
行
遠
氏
諸
論
文
の
大
綱
は
、
『
近
世
開
帳
の
研
究
』
（
一
九
八
九
年
、
名
著
出

　

版
）
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
小
林
計
一
郎
「
近
世
善
光
寺
の
出
開
帳
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
七
〇
号
、
一
九
七
九

　
　
年
）
。

（
4
）
　
鷹
司
誓
玉
「
善
光
寺
の
江
戸
開
帳
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
四
四
・
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註

　
　
四

五
号
、
一
九
六
三
年
）
。

（
5
）
　
拙
稿
「
江
戸
に
お
け
る
開
帳
場
の
構
成
－
享
和
三
年
善
光
寺
出
開
帳
の
事
例
を
中

　
　
心
と
し
て
ー
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
＝
、
一
九
八
六
年
）
。

（
6
）
　
長
谷
川
匡
俊
「
近
世
の
飯
沼
観
音
と
庶
民
信
仰
ー
開
帳
と
本
堂
再
建
勧
化
を
と
お

　
　
し
て
み
た
る
i
」
（
『
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
』
八
、
一
九
七
四
年
）
。

（
7
）
　
谷
直
樹
「
一
七
世
紀
に
お
け
る
公
儀
造
営
寺
社
の
作
事
形
態
に
つ
い
て
」
（
『
日
本

　
　
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
計
画
系
）
』
一
九
八
四
年
）
。

（
8
）
　
竹
田
聴
洲
「
近
世
社
会
と
仏
教
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
9
、
　
一
九
七
五
年
）
。

（
9
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
二
五
七
四
。

（
1
0
）
　
上
田
霊
城
「
結
縁
灌
頂
の
庶
民
化
（
二
）
ー
近
世
に
お
け
る
結
縁
灌
頂
1
」
（
『
印
度

　
　
仏
教
学
研
究
』
二
〇
巻
二
号
、
一
九
七
一
年
）
。

（
1
1
）
佐
々
木
孝
正
「
木
喰
山
居
と
そ
の
周
辺
ー
信
州
小
川
村
高
山
寺
の
勧
進
史
料
を
め

　
　
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
論
集
日
本
人
の
生
活
と
信
仰
』
所
収
、
一
九
七
九
年
）
。
青
木
直
己
氏

　
　
は
、
常
陸
国
で
宝
暦
～
明
和
期
に
活
躍
し
た
木
喰
観
海
の
行
動
に
つ
い
て
明
ら
か
に

　
　
し
て
い
る
（
「
木
喰
観
海
と
そ
の
造
寺
活
動
ー
そ
の
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
ー
」
『
宗

　
　
教
社
会
史
研
究
皿
』
所
収
、
一
九
八
五
年
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
木
喰
観
海
は
勧
進

　
　
で
得
た
喜
捨
を
祠
堂
金
貸
付
に
運
用
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
元
禄
期
の
特

　
　
徴
を

み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1
2
）
　
『
隆
光
僧
正
日
記
』
元
禄
五
年
二
月
十
八
日
。
（
続
群
書
類
集
完
成
会
本
、
第
一
・

　
　
四
〇
～
一
ペ
ー
ジ
。

　
　
平
岡
定
海
「
江
戸
時
代
に
於
け
る
南
都
寺
院
の
復
興
に
つ
い
て
」
（
『
史
迩
と
美
術
』

　
　
四
七
〇
号
、
　
一
九
七
六
年
）
。

（
1
3
）
　
長
谷
川
匡
俊
前
掲
論
文
。

（
1
4
）
　
小
林
計
一
郎
前
掲
論
文
。
ち
な
み
に
、
善
光
寺
の
江
戸
出
開
帳
の
最
後
文
政
三
年

　
　

（
一
八
二
〇
）
の
場
合
は
、
収
入
三
〇
六
二
両
に
た
い
し
支
出
三
八
一
九
両
で
七
五

　
　
七
両
の
欠
損
に
な
っ
て
い
た
。

（
1
5
）
内
閣
文
庫
蔵
。

（
1
6
）
　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
　
『
旧
幕
府
引
継
書
』
寺
社
奉
行
書
類
。

（
1
7
）
　
こ
れ
ら
の
研
究
史
と
概
略
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
寺
社
の
造
営
費
用
調
達
に

　
　
つ
い
て
」
（
『
古
図
に
み
る
日
本
の
建
築
』
所
収
、
　
一
九
八
九
年
、
至
文
堂
）
。

（
1
8
）
　
勧
化
に
つ
い
て
は
、
寺
史
な
ど
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
個
別
の
研

　
　
究
成
果
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
倉
地
克
直
「
『
勧
化
制
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
京
都
大
学
近
世
史
研
究
会
編
『
論
集
近
世
史

　
　
研
究
』
所
収
、
　
一
九
七
六
年
）
。

　
鈴
木
良
明
「
近
世
御
免
勧
化
と
寺
社
の
格
相
ー
御
免
勧
化
に
対
す
る
寺
社
側
の
意
識
ー
」

　
　
（
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
－
人
文
科
学
1
』
一
二
号
、
一
九
八
五
年
）
、
な

　
　
ど
。

（
1
9
）
　
原
島
陽
一
「
近
世
の
富
翁
」
（
『
講
座
日
本
風
俗
史
』
第
六
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
五

　
　
九
年
）
な
ど
。

（
2
0
）
　
三
浦
俊
明
『
近
世
寺
社
名
目
金
の
史
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
。

（
2
1
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
二
五
八
八
。

（
2
2
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
二
七
〇
七
。

（
2
3
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
二
七
〇
八
。

（
2
4
）
　
拙
稿
「
近
世
的
開
帳
の
成
立
と
幕
府
の
そ
の
政
策
意
図
に
つ
い
て
」
（
『
史
観
』
九

　
　
〇
、
一
九
七
五
年
）
。

（
2
5
）
　
宮
田
登
『
近
世
の
流
行
神
』
（
一
九
七
二
年
、
評
論
社
）
。
同
「
江
戸
町
人
の
信
仰
」

　
　
（
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
、
一
九
七
三
年
）
。

（
2
6
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
四
編
巻
の
中
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
六
・
二
三
八
ペ
ー
ジ
）
。

（
2
7
）
　
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
七
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
九
・
二
八
九
ペ
ー
ジ
）
。

（
2
8
）
　
塚
本
俊
孝
「
嵯
峨
釈
迦
仏
の
江
戸
出
開
帳
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
文
化
研
究
』
六
・

　
　
七
号
）
。
鷹
司
誓
玉
前
掲
論
文
。

（
2
9
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
四
編
巻
の
中
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
六
・
二
三
五
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
0
）
　
『
武
江
年
表
』
天
保
七
年
（
東
洋
文
庫
本
2
・
九
一
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
1
）
　
比
留
間
尚
氏
に
よ
れ
ば
、
斎
藤
月
衷
プ
は
こ
の
開
帳
に
都
合
十
一
回
出
か
け
て
い
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
諸
状
況
の
認
識
は
正
鵠
を
え
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
比
留

　
　
間
尚
前
掲
論
文
。

（
3
2
）
　
『
武
江
年
表
』
宝
暦
三
年
（
東
洋
文
庫
本
1
・
一
五
九
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
3
）
　
宝
暦
二
年
に
京
都
知
恩
寺
が
回
向
院
で
出
開
帳
を
実
施
し
た
が
、
　
『
半
日
閑
話
』

　
　
に
よ
る
と
、
　
「
狸
々
緋
の
幟
、
其
外
色
々
数
不
知
群
集
せ
り
、
是
幟
を
上
る
初
め
な

　
　
り
と
云
々
。
」
（
『
半
日
閑
話
』
巻
二
十
四
、
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
巻
四
・
七
〇

　
　
七
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
4
）
　
『
大
日
本
近
世
史
料
』
　
「
市
中
取
締
類
集
二
」
四
三
一
ペ
ー
ジ
。
天
保
十
三
年
二

　
　
月
二
十
一
日
に
、
町
奉
行
所
か
ら
市
中
取
締
懸
の
名
主
達
へ
出
さ
れ
た
申
渡
に
、
こ
　
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
の
文
言
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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（
3
5
）
　
『
武
江
年
表
』
文
化
四
年
（
東
洋
文
庫
本
2
二
二
六
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
6
）
　
『
一
話
一
言
』
巻
十
六
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
巻
一
・
六
三
六
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
7
）
　
『
甲
子
夜
話
続
編
』
巻
九
十
六
（
国
書
刊
行
会
本
第
三
・
四
三
七
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
8
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
四
編
巻
の
中
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
六
・
二
三
六
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
9
）
　
『
甲
子
夜
話
』
巻
五
十
二
（
国
書
刊
行
会
本
第
二
・
二
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
0
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
五
編
巻
の
上
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
七
・
七
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
1
）
　
（
5
）
と
同
じ
。

（
4
2
）
　
秩
父
札
所
一
番
寺
妙
音
寺
蔵
「
惣
開
帳
日
記
」
に
よ
る
。
こ
の
文
書
の
筆
耕
本
が

　
　
秩
父
図
書
館
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
作
成
し
た
。

（
4
3
）
　
『
半
日
閑
話
』
巻
十
二
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
巻
四
・
四
五
七
ぺ
ー
ジ
）
。

（
4
4
）
　
『
寛
天
見
聞
記
』
（
『
燕
石
十
種
』
中
央
公
論
社
本
第
五
巻
・
三
一
九
ぺ
ー
ジ
）
。

（
4
5
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
四
編
巻
の
中
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
六
・
二
二
九
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
6
）
　
『
宝
暦
現
来
集
』
巻
六
（
『
近
世
風
俗
見
聞
集
』
第
三
・
三
二
四
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
7
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
四
編
巻
の
下
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
六
・
三
三
三
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
8
）
　
『
続
飛
鳥
川
』
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
巻
五
・
四
四
〇
ペ
ー
ジ
）
。

（
4
9
）
　
『
半
日
閑
話
』
巻
十
三
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
巻
四
・
三
三
三
ペ
ー
ジ
）
。

（
5
0
）
　
（
1
6
）
と
同
じ
。

（
5
1
）
　
（
1
）
と
同
じ
。
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Transfigured　Image－unveiling　Rituals　at　Edo　in　the　Late　18　Century

YuAsA　Takashi

　　Image．unvelling　is　de丘ned　as　a　display　over　a　certain　period　of　time　for　hopefuI

visitors　of　some　Buddhist　or　Shintoist　image　that　is　usually　enshrined　and　securely

hiddel　from　public　view　in　a　temple　or　shrine．　Viewers　hoped　to　have　some　magical

power　imparted　to　them　from　the　unveiled　image　that，　they　believed，　embodied　the

power，　The　worshipers　who　believed　that　they　had　had　their　wishes　ful丘11ed　by

their　prayers　to　the　unveiled　image　made　a　donation　to　the　image　itself　or　to　the

temple　or　shrine　where　it　was　enshrined．　Unveiling　of　the　image　in　its　original　term，

there．　fore，　was　a　purely　religious　phenomenon．

　　The　early　practices　of　image　unveiling　could　be　traced　as　far　back　as　to　the

thirteenth　century．　Substantial　acceptance　of　Buddhism　by　a　wide　range　of　public

could　be　observed　through　the　period　from　the　end　of　th　sixteenth　century　over

the　seventeenth　century．　The　Iatter　half　of　the　seventeenth　century　saw　the　climax

of　public　awareness　in　Buddhism．　The　donations　made　by　the　pious　public　during

this　period　amounted　to　enormous　sum，　although　each　donation　by　an　individual

might　by　a　petty　one，　having　enabled　many　new　temples　to　be　built　alld　old　ones

to　be　repaired．

　　Toward　the　end　of　the　seventeenth　century，　the　bakufu，　or　shogunate，　and　most

of　th丘efs　all　over　Japan　began　to　experience丘nancial　decline，　which　forced　them　to

give　up　some　of　their　governmental丘nancing　for　the　public　sectors　to　take　over．

Their　new　6nancial　situation　also　affected　the　procurelnent　of　temple　facilities

repairing　resources，　which　were　now　mainly　to　be　secured　by　the　public　with　their

donations　to　reduce　the　lords　commitment　to　raise　the　necessary　fund　by　themselves．

The　bakufu　in　the　beginning　of　eighteenth　century　decided　on　the　policy　of　making

the　religious　ritual　of　image　unveiling　an　o伍cial　event　which　required　a　government

approval　for　pubUc　performance．　As　a　consequence，　collecting　donations　for　the

image－unveiling　at　temples　was　incorporated　into　one　of　the　goverllment　undertakings

for五nancial　aid　to　temple　facilities　repairs．　By　this　the　bakufu　was　able　to　reduce

their　own丘nancial　or　material　expenditures　incurred　by　such　repairs．　Temples，　on

the　other　hand，　were　forced　to　work　harder　on　collecting　donations　for　repairing
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their　own　facilities．

　　At　about　the　middle　of　the　eighteenth　century，　the　public　faith　in　Buddhism　began

to　show　some　dwindling　tendency，　and　accordingly　the　overall　income　of　the　telllples

from　donations　were　reduced．　Financial　dependence　by　many　temples　on　donations

including　olles　for　the　image－unveiling，　for　the　purpose　of　repairs，　by　this　time，

however，　was　so　big　that　the　temples　had　to　device　various　plans　of　attracting

people　to　the　image’unveiling　events．　One　of　the　successful　plans　designed　by　them

was　to　reshape　the　image・unveiling　event　into　an　entertaining　event．　The　transition

from　a　religious　event　to　all　entertaining　event　of　the　image．unveiling　thus　became

particularly　noticeable　in　the　1770’s　and，　after　then，　any　temple　premises　where　the

image・unveiling　was　to　be　held　was　turned　into　atl　entertaining　spot　crowded　with

street　performers　and　show　tents　or　stalls　for　the　visitors　to　the　image・unveiling

event．
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